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序     文 
 

スーダン共和国の農業は国民総生産の 35％、労働者の 6 割を占めており、南スーダンの分離独

立により石油収入が激減した後はとりわけ、 も重要な産業の 1 つです。しかしながら、スーダ

ン共和国の農業生産は過去 20 年間にわたり停滞傾向にあり、その再興が喫緊の課題となっていま

す。 

スーダン共和国政府は農産品の輸出促進、貧困削減、食料の安全保障の確保を目的とした「農

業再活性化計画」を策定、推進していますが、その成功のためには、計画、実施、モニタリング

能力の強化が必須です。こうした課題に対応するため、独立行政法人国際協力機構は、技術協力

プロジェクト「『農業再活性化計画』実施能力強化プロジェクト」を 2010 年 3 月より 4 年間にわ

たり実施しています。 

今般、本プロジェクトの終了を迎え、2013 年 9 月 25 日から 10 月 22 日の期間で、終了時評価

調査団を派遣しました。これまでのプロジェクト活動実績・成果を評価し、評価結果から提言・

教訓を導き、今後における協力のあり方への提言を行うことを目的として、同調査を実施しまし

た。 

この報告書は、スーダン共和国側との合同評価の結果に基づき取りまとめたものであり、今後

の技術協力事業を効果的かつ効率的に実施していくための参考として、広く活用されることを願

うものです。 

ここに、本調査にご協力とご支援頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 25 年 11 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
スーダン事務所長 森 裕之 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：スーダン共和国 案件名：「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト 

分野：計画・行政-行政-行政一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：スーダン事務所 協力金額（評価時点）：約 7.0 億円 

協力期間 2010 年 3 月 29 日 

～2014 年 3 月 28 日 

先方関係機関：連邦農業灌漑省、プロジェクト対象州の州

農業省（ゲジラ州、白ナイル州、センナール州、ゲダレフ

州、北部州、リバーナイル州） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

スーダン共和国（以下、「スーダン」と記す）では農業セクターの再活性化が喫緊の課題と

なっている。農業は GDP の 35％を占め、労働力の 62％を雇用しているが、過去 20 年間にわ

たり、主要作物であるソルガム、コムギ、綿花、落花生の生産は停滞している。一方、年 2％

の人口増加に伴い食料の国内消費量が急速に伸びているため、現在のスーダンは食料の純輸入

国である。1990 年代以降、スーダンは経済成長と対外収支バランスを石油収入に依存してきた

が、2011 年 7 月の南スーダン分離後は石油収入が激減したため、経済成長率が低下、対外収支・

財政収支も大幅に悪化した。 

こうした状況に対処するため、スーダン政府は 2008 年に、農産物輸出振興、貧困削減、食

料自給達成を目的として、「農業再活性化計画（Executive Programme for Agricultural Revival：

EPAR）」を策定した。EPAR は、副大統領が直轄する、連邦農業灌漑省（Federal Ministry of 

Agriculture and Irrigation：FMoAI）を含む 8 つの省にわたる省庁横断プログラムである。EPAR

は、ダムや灌漑水路の建設、作付面積の倍増、園芸作物生産の拡大等を通じて、農業の生産性

向上と国際競争力の強化をめざすものである。EPAR の実施期間は、当初 2008 年から 2011 年

までであったが、その後延長されている。さらに、連邦農業灌漑省は、政府の国家目標を達成

するために、自身の 5 カ年計画 2012～2016 を策定している。また、連邦農業灌漑省は、2005

年に「国家コメプロジェクト（National Rice Project：NRP）」を開始、コメ開発計画の策定、適

地への稲作導入、マーケティング・販売の支援を通じて、国内需要にも追いついていないコメ

生産の拡大を推進している。 

EPAP 及び NRP を成功させるためには計画、実施、モニタリング能力の強化が鍵となること

から、スーダン政府は、わが国政府に対して、連邦農業灌漑省及び関連機関の能力強化につい

ての技術協力を要請した。アフリカ開発会議（TICAD IV 横浜行動計画）においてアフリカ諸

国の食料増産及び農業生産性向上のための能力向上に協力することを表明していた日本政府

は、2009 年 12 月にこれを採択し、『「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト』（以下、

「本プロジェクト」）が実施されることとなった。続いて、連邦農業灌漑省（当時の名称は、

農業省）と JICA が本プロジェクトの枠組みを議論し、2010 年 1 月 21 日に討議議事録（R/D）

の署名に至った。 

本プロジェクトは、4 年間のプロジェクトとして 2010 年 3 月に開始された。今般、プロジェ

クトの終了 6 カ月前の時点において、本プロジェクトの成果や達成度を評価するため、終了時
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評価調査を実施することになった。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

スーダンにおける農業行政サービスの質が向上する。 

 

(2) プロジェクト目標 

「農業再活性化計画」の実現に必要な連邦農業灌漑省及び関係機関のキャパシティが向

上する。 

 

(3) アウトプット 

1)  プロジェクトの実証的な活動を通じ、連邦農業灌漑省の人材育成及び組織能力強化に

関するモデルシステムが開発される。 

2)  適正稲作技術の開発に係る計画・実施・モニタリングが促進される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

・日本側： 

長期専門家派遣：4 名、短期専門家派遣：延べ 10 名、本邦研修：42 名、第三国研修：

ウガンダ延べ 123 名、エジプト 50 名、機材供与：約 1.0 億円、現地経費：約 0.8 億円 

・相手国側： 

カウンターパート配置：60 名（終了時評価時）、ローカルコスト負担：約 0.35 億円、事

務スペースの提供（連邦農業灌漑省、ゲジラ州農業省、白ナイル州農業省） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括 森 裕之 JICA スーダン事務所 所長 

協力企画 塩見正裕 JICA スーダン事務所 企画調査員 

評価分析 道順 勲 中央開発（株）海外事業部 

調査期間 2013 年 9 月 25 日～10 月 22 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

アウトプット 1：プロジェクトの実証的な活動を通じ、連邦農業灌漑省の人材育成及び組織

能力強化に関するモデルシステムが開発される。 

実績：3 つの指標の達成度、及びプロジェクト終了時までにキャパシティ・デベロップメン

ト・ガイドライン/マニュアル（JICA Model）が完成する予定であることから、連邦農業灌

漑省の人材育成・組織能力開発に関するモデルシステムは、大変満足できるレベルで開発

される見込みである。 

 

アウトプット 2：適正稲作技術の開発に係る計画・実施・モニタリングが促進される。 

実績：7 つの指標のうち 5 つについては目標を達成している。さらにもう 1 つの指標につい

ては、プロジェクト終了時までに達成される見込みである。稲作振興担当普及員の能力強
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化については、ゲジラ州の場合にはプロジェクト終了時までに基礎レベルとして満足でき

る水準に到達できると見込まれる。一方、その他の 5 州の農業省の稲作振興担当普及員の

能力強化の水準については、満足できるレベルに到達することは困難であろうと見込まれ

る。 

 

プロジェクト目標：「農業再活性化計画」の実現に必要な連邦農業灌漑省及び関係機関のキ

ャパシティが向上する。 

実績：連邦農業灌漑省のキャパシティ向上については大変に満足できる水準である。一方、

陸稲栽培にかかわる普及員の能力強化については、まだ課題が残っている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

本プロジェクトは、連邦農業灌漑省職員の能力強化のニーズに合致し、また、収益性の

高い代替作物や夏作が可能な作物を導入したいという農民のニーズにも合致している。ス

ーダン政府は、政府機関の能力強化を優先政策の 1 つに掲げ、また、コメを戦略作物の 1

つに位置づけていることから、本プロジェクトは対象国の政策との整合性がある。一方、

わが国の対スーダン国援助方針においても、農業開発並びに行政サービスの向上を重点課

題としており、わが国の援助方針とも整合性がある。プロジェクトアプローチについては、

プロジェクト開始時の主たるプロジェクトコンポーネントが 3 つあり、そのうちの、連邦

農業灌漑省の能力強化並びに、カッサラ州農牧生産向上のためのアクションプラン作成に

対するアプローチは、適切であったと判断される。ただし、稲作については、当初は技術

パッケージ開発を目標に設定していたものの、陸稲栽培技術を基礎から開発する必要があ

ったこと、またスーダンに稲作技術を有するスペシャリストがほとんどいなかった状況下

で、稲作技術分野の専門家派遣は当初 1 名だけであり、高い目標水準に比較して人的投入

が少なすぎたという点で、目標設定と投入との整合性が欠けていた。プロジェクト開始後

は、稲作栽培専門家が 2 名に増員され、また、陸稲開発に関する活動についても適切な修

正が行われていることから、全体的には、プロジェクトアプローチは適正化されたと判断

される。 

 

(2) 有効性：おおむね高い 

プロジェクト目標の項で述べたように、連邦農業灌漑省の能力強化は大変満足できる水

準である。また、稲作に関しては、普及員の更なる能力強化が課題であるものの、大半の

成果指標が達成されている。このため、有効性はおおむね高いと判断する。 

 

(3) 効率性：おおむね高い 

日本側投入は成果を発現するうえでおおむね適切であった。ただし、精米機については、

機器調達とスーダン側の準備（設置場所の決定や三相電源等の工事実施）の遅れのために、

一部が未設置である。 

スーダン側は、多くの職員をプロジェクト活動に参加させ、連邦農業灌漑省並びに対象

6 州すべての州農業省がローカルコストを支出している。特にゲジラ州農業省が積極的な
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負担を行っている。なお、連邦農業灌漑省におけるタスクチーム活動においては、「ゼロ・

コスト」のコンセプトの下で実施可能な活動を主体に実施してきている。プロジェクトマ

ネジメントについては、プロジェクト活動進捗に応じた柔軟な対応が図られるとともに、

定期的かつ適切な合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）会議の開催・運営

が行われてきた。 

 

(4) インパクト 

1)  上位目標「スーダン共和国における農業行政サービスの質が向上する」達成の見通し

終了時評価時点で、この指標の達成見込みを予想するに適した定量的データがないた

め、プロジェクト終了後 3～5 年以内に上位目標が達成されるかどうかを見通すことは

困難である。 

2)  その他のインパクトとして、以下の事項がある。 

・ 連邦農業灌漑省の職員間のコミュニケーション改善と経験共有の促進 

・ タスクチーム活動を通じた他の政府機関との関係構築 

・ 稲作に関心をもつ農家の増加 

・ 他の開発パートナーの関心の惹起 

・ メディアによる取材・報道の増加 

 

(5) 持続性 

政策面での持続性は確保されている。組織面・財政面の持続性を確保することもおおむ

ね可能と見込まれる。技術面では、連邦農業灌漑省における人材育成・組織能力強化シス

テムは継続される見込みである一方、陸稲栽培技術の定着に関しては、まだ課題が残って

いる。 

1)  政策面 

スーダン政府は、組織能力強化、農業近代化・生産性向上を重要視している。コメは、

戦略作物の 1 つである。したがって、政府職員の能力強化や稲作振興に関する政策面の

持続性は確保される。 

2)  組織面 

本プロジェクトの実施を通じて、連邦農業灌漑省における能力強化実施体制が試行さ

れた。今後この体制は、能力強化にかかわる計画・モニタリング機能をもつ適切な部署

を付け加えつつ、恒久的な体制に発展させていく予定になっている。情報管理について

は、ほとんどの局に情報管理課が新設された。したがって、連邦農業灌漑省における更

なる能力強化と情報管理改善に関する組織面での持続性は確保されつつある。ただし、

今後の実施体制が着実に機能するような運営部署を設置する必要がある。 

稲作については、対象 6 州の州農業省のほとんどで稲作課が設置され、数多くの普及

員が配置されているため、持続可能な体制ができていると考えられる。稲作開発フォー

ラムについては、フォーラム開催とワーキンググループ活動の継続実施が必要である。

3)  財政面 

連邦農業灌漑省によるローカルコスト負担が限定的ななか、タスクチーム活動による

能力強化を「ゼロ・コスト」コンセプトで進めて成果を上げてきたことから、連邦農業
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灌漑省においては、今後もこうした能力強化活動の継続実施が可能である。ただし、今

後、より本格的な活動、特に他の機関（政府機関や民間機関）との連携・協働で実施す

るアクションプランに取り組む場合は、連邦農業灌漑省が予算措置を行うことが必要で

あろう。 

対象 6 州の州農業省は、比較的、積極的に費用を負担してきており、今後も稲作振興

に対し、適切な予算措置を行うことが期待される。 

4)  技術面 

能力強化ワーキンググループのメンバー並びに能力強化に参加したその他職員には、

能力強化活動サイクル（計画、実施、モニタリング、評価）を継続できる適切な知識・

技能が備わっている。したがって、この面での技術的な持続性は確保されている。 

州農業省の普及員については、各種の研修参加や圃場での OJT（On-the-Job Training）

を通じて年々能力が向上している。しかしながら、基礎的な技術を十分に身につけた普

及員の数はまだ限られている。また、陸稲栽培技術の開発はまだ途上にあり、重要な課

題であるものの、まだ開発に着手していない技術もある。これらの新たな技術課題への

対応も含めて、普及員の能力強化を継続する必要がある。さらに、スーダンでは陸稲栽

培技術を開発できる現地の専門家が極めて限られている。陸稲栽培技術の包括的な開発

を継続するためには、現地の稲作専門家の存在が必要である。まとめると、陸稲栽培に

関する技術面での持続性を確保することは、まだ困難な状況であるといえる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

特になし。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

連邦農業灌漑省の能力強化においては、省の組織目標分析と職員のキャパシティ・アセ

スメント結果に基づき、個々の職員及び組織全体の能力強化のために必要な活動・体制案

を策定し、タスクチーム活動による実践を通じた能力強化を図ってきた。そのアプローチ

は、非常に適切なものであったと思われる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

プロジェクト開始後、稲作分野の目標設定を変更して、より適切であろうと考えられる

目標水準に修正しているが、妥当性の項で述べたように、当初の目標設定の水準が高い一

方、それに見合う投入規模とプロジェクト期間が確保されていなかったため、事業開始時

点の計画内容は達成不可能なものであった。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

連邦農業灌漑省幹部管理職の、どのような点について能力を強化すべきかに関する考え

方、並びにプロジェクト活動に対する理解の有無が、その部下である一般職員の能力強化

が円滑に進むか否かを左右している。局長の理解・意識が高い部局においては活発な能力
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強化活動が行われた一方、活動が低調に推移した部局もあった。 

 

３－５ 結論 

プロジェクト活動にかかわった人たちは、本プロジェクトの目標達成に向けて多大な努力を

傾注した。連邦農業灌漑省並びに対象 6 州の州農業省における業務を遂行するうえで、本プロ

ジェクトに参画した職員の能力は満足すべき程度に強化された。既述のとおり、連邦農業灌漑

省における能力強化は大変に満足できる水準である。稲作についても、デモンストレーション

圃場で得られた高い収量が稲作による高い収益性を示し、政府職員並びに農家が稲作に関心を

向けるようになるなど、大変に良い成果が上がっているものの、陸稲栽培担当普及員の更なる

能力強化を継続する必要がある。また、更に開発を進めるべき陸稲栽培・収穫後処理技術も残

されている。 

 

４．提言 

４－１ プロジェクト終了時（2014 年 3 月末）までにプロジェクトチーム（スーダン側カウン

ターパート及び日本人専門家）が実施すべき活動 

(1) 残り期間に予定している活動の完了 

1)  連邦農業灌漑省及び州農業省の対象者の 終的なキャパシティ・アセスメントの実施

2)  キャパシティ・デベロップメント・ガイドライン/マニュアル（JICA Model）の完成 

3)  陸稲栽培ハンドブックの改訂 

 

(2) 精米機設置の促進 

 

４－２ プロジェクト終了後も含めてスーダン側が行うべき事項 

(1) 連邦農業灌漑省内の能力強化実施体制において、その運営を担う機能的な部署の設置 

(2) 連邦農業灌漑省におけるタスクチーム活動の継続と予算措置 

(3) 稲作開発フォーラムとそのワーキンググループの活動の継続 

(4) 陸稲技術専門家の育成 

 

４－３ スーダン政府及び日本政府への提言 

稲作普及員の能力強化に関する成果目標を達成するとともに、残された稲作技術開発課題に

対応するため、プロジェクト期間を 2 年間延長することが望ましい。稲作普及員の能力強化に

関しては、普及員全員を対象とせず中核人材の育成に注力するなど、対象の絞り込みや活動ア

プローチの変更、成果目標の見直しが必要。 

 

５．教訓 

本プロジェクトでは、キャパシティ・デベロップメントにおいて「実践による学習」という

アプローチを適用してきた。その過程では、試行錯誤が避けられないものの、このアプローチ

が、それぞれのオフィスや現場における実務での実践を通じて、学んだ知識・技能を内部化す

るうえで大いに有効であることが明らかとなった。一方、このキャパシティ・デベロップメン

トのアプローチの適用を成功させるうえでは、中間管理職や幹部職の支援・理解が重要である
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ことも分かった。 

本プロジェクトで用いた手法と得られた経験は、類似の能力強化活動の参考になり得るもの

である。 
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Summary of Terminal Evaluation 
 

1. Outline of the Project 

Country: The Republic of the Sudan Project title: Capacity Building Project for the 

Implementation of “The Executive Programme for the 

Agricultural Revival” 

Issue/Sector: Planning/ Government – 

Government - Government/ General 

Cooperation scheme: Technical Cooperation Project 

Division in charge: JICA Sudan Office Total cost (estimated at completion of the Project): 

approximately 7.0 million Yen 

Period of 

Cooperation 

From March 29, 2010 

to March 28, 2014 

Partner Country’s Implementing Organization:  

Federal Ministry of Agriculture and Irrigation, State 

Ministry of Agriculture of the target area (Gezira, White 

Nile, Sennar, Gedaref, Northern, and River Nile) 

Supporting Organization in Japan: None 

1-1. Background of the Project 

 The Republic of the Sudan is in urgent need to revive the agriculture sector. The agricultural 

production, comprising 35% of Gross Domestic Product and employing 62% of labor force, has been 

stagnant in the last two decades, particularly in major crops such as sorghum, wheat, sesame, cotton and 

ground nuts. Sudan is currently a net importer of food because of the rapid increase in domestic food 

consumption due to the population growth at 2% per annum. Sudan has been dependent on oil revenues 

to achieve economic growth and to balance external accounts since 1990’s, but the drastic decrease in 

the oil revenues after the Secession of South Sudan in July 2011 has led to slowdown of economic 

growth and significant deterioration of external and fiscal balances. 

  To tackle this imminent challenge, the Government of Sudan (hereinafter referred to as “GOS”) 

formulated “Executive Programme for Agricultural Revival” (hereinafter referred to as “EPAR”) in 

2008 to promote agricultural exports, eradicate poverty, and attain food security. EPAR is an 

across-the-board program under direct supervision of Vice President of Sudan and encompassing eight 

ministries including the Federal Ministry of Agriculture and Irrigation (hereinafter referred to as 

“FMoAI”). EPAR aims at improving agricultural productivity and export competitiveness through such 

measures as constructing/rehabilitating dams and irrigation canals, doubling cultivated areas and 

growing horticulture production. EPAR was extended after the end of its original term from 2008 to 

2011, and FMoAI itself formed its own Five-Year Plan 2012-2016 to play its roles to achieve the overall 

national goals. FMoAI also started the National Rice Project (hereinafter referred to as “NRP”) in 2005 

to promote the production of rice, which also lags behind the growing domestic demand, by formulating 

rice development plans, introducing rice cultivation to suitable areas, and facilitating marketing and 

sales. 

 In view that capacity development for action planning, implementation, and monitoring is the key to 

the success of EPAR and NRP, GOS requested the Government of Japan (hereinafter referred to as 

“GOJ”) for Technical Cooperation to develop capacity of FMoAI and related organizations. Committed 
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to enhancing capacity to increase food production and agricultural productivity in African countries by 

the Yokohama Action Plan of the Fourth Tokyo International Conference on African Development 

(TICAD IV), GOJ accepted the request of GOS in December 2009 as the ‘Capacity Building Project for 

the Implementation of “The Executive Programme for the Agricultural Revival”’ (hereinafter referred to 

as “the Project”). Subsequently FMoAI (then Ministry of Agriculture) and JICA entered discussion on 

the framework of the Project and signed the Record of Discussions on 21st January, 2010. 

 The Project started in March 2010 as a four-year project. This Terminal Evaluation is conducted for 

assessing outputs and achievements of the Project at the time when approximately six months are left 

before the completion of the Project. 

 

1-2. Project Overview 

(1) Overall Goal 

 The quality of public services provided by the Ministry of Agriculture and the organizations 

concerned are improved through their capacity development. 

(2) Project Purpose 

  Human and organizational capacity of the Ministry of Agriculture and the organizations concerned is 

strengthened to materialize "The Executive Programme for the Agricultural Revival." 

(3) Outputs 

  1) Through the experimental activities of the Project, a model system of human resource development 

and organizational capacity development of the Ministry of Agriculture has been developed. 

  2) Planning, implementation, monitoring & evaluation for promotion of rice production are enhanced.

(4) Inputs 

 Japanese side: 

 Japanese Expert: 4 long-term experts and 10 short-term experts in total, 

 Trainees received in Japan: 42 persons, Trainees received in Uganda: 123 persons in total, 

 Trainees received in Egypt: 50 persons, Provision of equipment: around 1 million US dollars,  

 Local cost expenditures: around 0.8 million US dollars 

 Sudanese side: 

 Counterpart: 60 persons in total (at terminal evaluation), 

 Local cost expenditures: around 0.33 million US dollars, 

Provision of office spaces: office space for Japanese experts in Khartoum, Gezira state, and White 

Nile state 

 

2. Evaluation Team 

Members of 

Evaluation Team 

1) Team Leader: Mr. Hiroyuki Mori, Chief Representative, JICA Sudan Office 

2) Cooperation Planning: Mr. Masahiro Shiomi, Project Formulation Advisor, 

JICA Sudan Office 

3) Evaluation and Analysis: Mr. Isao Dojun, Chuo Kaihatsu Corporation 

Period of Evaluation From September 25, 2013 to October 22, 2013 Type of Evaluation: 

Terminal 



 

x 

3. Results of Evaluation 

3-1. Achievement 

Output 1: 

  “Through the experimental activities of the Project, a model system of human resource development 

and organizational capacity development of the Ministry of Agriculture has been developed.” 

Achievement:  

  Based on the degree of achievement of three indicators, and as the Capacity Development 

Guideline/Manual is likely to be completed by the end of the Project period, the model system of human 

resource development and organizational capacity development in FMoAI will be developed to a very 

satisfactory extent by the end of the Project. 

 

Output 2: 

  “Planning, implementation, monitoring & evaluation for promotion of rice production are enhanced.”

Achievement:  

  As for the indicators of Output 2, five indicators out of seven are already achieved, and another will 

be achieved by the end of the Project. The degree of capacity building of extension officers as trainer 

will reach the satisfactory (technologically basic) level in Gezira state by the end of the Project. On the 

other hand, the degree of capacity building of extension officers in other 5 states will not reach the 

satisfactory level. 

 

Project Purpose: 

  “Human and organizational capacity of the Ministry of Agriculture and the organizations concerned 

is strengthened to materialize "The Executive Programme for the Agricultural Revival."” 

Achievement:  

  Capacity strengthening of FMoAI is achieved very satisfactorily, while capacity strengthening of 

extension officers on upland rice cultivation still has issues to be addressed. 

 

3-2. Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance: High 

  The Project addresses the need of capacity building of officers in FMoAI as well as the need of 

farmers to introduce profitable alternative crops or additional summer crops. The Project is well 

consistent with the polices of GOS, as GOS puts higher priority on institutional capacity building of 

governmental organizations, and regards rice as one of the strategic crops. The objectives of the Project 

are also consistent with “Country Assistance Programme for the Republic of the Sudan” of GOJ, which 

states that agricultural development and improvement of the governmental services are the Priority 

Areas of Assistance. There were three main components in the Project at the beginning: 1) 

establishment of a model system for human resource development in FMoAI; 2) development of a 

technical package of rice production; and 3) formulation of an action plan for the improvement of 

agro-pastoral productivity in Kassala state. It seems that the approach to implement the components 1) 

and 3) is appropriate. However, as for the component 2), only one Japanese expert was assigned at the 
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initial stage of the Project, which was too small as the input to achieve the target set as high as to 

develop technological package in a country like Sudan where upland rice cultivation techniques needed 

to be developed from scratch and very few specialists on upland rice cultivation existed. The approach, 

however, was improved after the start of the Project by increasing the number of Japanese experts to 

two, and by making appropriate modifications to upland rice development activities. 

 

(2) Effectiveness: Relatively high 

  As mentioned in Achievement of the Project Purpose, the capacity strengthening of FMoAI is at a 

very satisfactory level. As for rice cultivation, most outputs are achieved, while there remain some 

issues to be addressed regarding capacity strengthening of extension officers on upland rice cultivation. 

It is thus concluded that the effectiveness of the Project is relatively high. 

 

(3) Efficiency: Relatively high 

  The inputs made by the Japanese side are appropriate for producing outcomes. However, some of the 

milling machines are yet to be installed due to the delay in procurement by the Japanese side and 

preparatory works by the Sudanese side (selection of installation sites and three-phase electric works). 

  FMoAI and all six State Ministries of Agriculture have a large number of officers involved in the 

project activities, and bear local costs. Especially, Gezira State Ministry of Agriculture has expensed a 

significant amount. Task Team activities in FMoAI are carried out mostly where possible under “Zero 

Cost” concept. As for project management, Project activities are conducted in a flexible manner based 

on their progress, and the Joint Coordinating Committee meetings are held regularly and properly.  

 

(4) Impact: 

1) Prospect on achieving the Overall Goal in future: “The quality of public services provided by the 

Ministry of Agriculture and the organizations concerned are improved through their capacity 

development.” 

 Quantitative data for assessing the degree of achievement of this indicator are not available at the 

moment of the Terminal Evaluation. Therefore, it is difficult to judge whether this indicator can be 

achieved within 3-5 years after the completion of the Project.  

 

2) Other impact 

 Improvement in communication and experience-sharing among officers in FMoAI 

 New relationships with other governmental organizations built through Task Team activities 

 Increase in the number of farmers interested in rice cultivation 

 Raised interest of other development partners 

 Increase in media coverage 

 

(5) Sustainability:  

  Policy sustainability will be ensured. Organizational and financial sustainability will be ensured in 

general. Regarding technical sustainability, the model system of human resource development and 
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organizational capacity development will be sustained, while there remain issues to be addressed to 

sustain upland rice cultivation technologies. 

 

1) Policy sustainability 

 GOS considers that institutional capacity building, modernization of agriculture, and improvement of 

productivity are important. Rice is one of the strategic crops. Therefore, policy sustainability for 

capacity building of government officials and promotion of rice cultivation will be ensured. 

 

2) Institutional/organizational sustainability 

  An implementation structure for capacity building in FMoAI is verified in the Project. It is planned to 

become a permanent sturucture by adding an appropriate unit to conduct planning and monitoring for 

capacity building. As for information management, most directorates of FMoAI newly established their 

own IT units. Therefore, organizational sustainability for continuing capacity building of staff and for 

improving information management in FMoAI will be ensured. It is, however, required to establish an 

operational unit to ensure that the institutional structure functions well. 

  As for rice cultivation, most of the six State Ministries of Agriculture have sustainable organizational 

setup for promoting rice cultivation by creating rice promotion units with a large number of extension 

officers. As for the Rice Sector Development Forum, it is necessary to continue the forum and the 

working group activities. 

   

3) Financial sustainability 

  It is possible for FMoAI to continue capacity building in the same way as implemented in the Project 

through Task Team activities with ‘Zero Cost” concept, while the local costs borne by FMoAI are 

limited. It is, however, necessary for FMoAI to allocate appropriate budget in order to implement 

full-fledged activities, such as action plans in collaboration with other organizations (governmental 

and/or private sectors) in the future. 

  Six State Ministries of Agriculture have borne costs relatively well, and it is expected they continue 

to spend appropriate budget for rice promotion. 

 

4) Technical sustainability 

  The members of the Capacity Building Working Groups and other staff who participated in the 

capacity building activities are equipped with good knowledge and skills for continuing the cycles of 

capacity building activities (planning, implementation, monitoring, and evaluation). Therefore, 

technical sustainability of them will be ensured. 

  As for extension officers in State Ministries of Agriculture, their capacities have improved year by 

year through participation in various training programs and OJT in the fields. However, the number of 

extension officers with sufficient basic technical skills is still limited. Furthermore, development of 

upland rice cultivation technologies is underway, and there are several important techniques which are 

yet to be developed. Therefore, capacity building of extension officers needs to be continued along with 

tackling with newly identified technical issues. In addition, the number of specialists who can develop 
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techniques of upland rice cultivation is very limited in Sudan. For continuing comprehensive 

development of upland rice cultivation techniques, local experts on rice cultivation are needed. In 

summary, it will be difficult to ensure technical sustainability on upland rice cultivation. 

 

3-3. Factors that promoted realization of effects 

(1) Regarding project plan 

  None. 

 

(2) Regarding implementation process 

  The activities and institutional arrangement necessary for capacity building of individuals and the 

whole organization in FMoAI are planned based on study of the mandate of FMoAI and capacity 

assessment of officers, and capacity building is conducted through practical work in Task Team 

activities. This process seems to be very appropriate for capacity building. 

 

3-4. Factors that impeded realization of effects 

(1) Regarding project plan 

  As for rice cultivation, as explained in Relevance, it was impossible to accomplish the original 

Project plan because the original inputs and duration were not sufficient to achieve the initial target set 

very high, although objectives were changed to more appropriate level after the commencement of the 

Project.  

 

(2) Regarding implementation process 

  Whether capacity building of officers in FMoAI can be done effectively is affected by senior 

managers’ directions on what competencies should be enhanced and their understanding of the Project 

activities. While capacity building activities are conducted actively in those directorates where director 

generals have good understanding and awareness, activities are not so active in some directorates. 

 

3-5. Conclusion 

  People involved in the Project activities have made substantial efforts for achieving the objectives of 

the Project. The capacity of the officers who participated in the Project has been strengthened well 

enough for conducting their duties in FMoAI and State Ministries of Agriculture. As mentioned above, 

the capacity building in FMoAI is at a very satisfactory level. As for rice cultivation, there are very 

good outcomes, for example, higher yields at demonstration farms that indicates profitability of rice, 

and increased interest of government officials and farmers in rice cultivation. However, capacity 

strengthening of extension officers on upland rice cultivation needs to be continued, and further 

technical development on upland cultivation and post-harvest processing is required. 

 

4. Recommendations 

4-1. Recommended Actions to be taken by the project team (Sudanese counterpart and Japanese 

experts) by the end of the project period (the end of March 2014) 
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(1) Complete the following planned project activities 

1) Final capacity assessment of target beneficiaries in FMoAI and State Ministries of Agriculture 

2) Completion of the Capacity Development Guideline / Manual 

3) Revision of the Upland Rice Cultivation Handbook 

 

(2) Accelerate installation of milling machines 

 

4-2. Recommended Actions to be taken by the Sudanese side (including after the end of the 

Project) 

(1) Establish a functioning unit to lead the implementation of capacity building in FMoAI 

(2) Continue Task Team activities, and allocate budget for them, in FMoAI 

(3) Continue Rice Sector Development Forum and its Working Group activities 

(4) Foster specialists of upland rice cultivation 

 

4-3. Recommendation to both Governments of Sudan and Japan 

  It is recommended to extend the project period for two years to achieve the output with respect to 

capacity strengthening of extension officers and to address remaining technical development issues on 

rice cultivation. Regarding the capacity building of rice cultivation extension officers, refocus of target 

group, change in activity approach, and revision of output are required for concentrating on 

development of core staff, not trying to target all extensión officers. 

 

5. Lessons Learned 

  “Learning by doing” approach is applied in capacity development activities in the Project. The 

efficacy of this approach is demonstrated well in internalizing learned knowledge and skills through 

actual practices to fulfill duties in offices and fields, although trial and error is inevitable in the process. 

It is also observed that support and understanding of middle and senior management is crucial for 

successful application of this approach for capacity development. The methodologies applied and 

experience gained in the Project can be helpful to similar capacity development activities. 
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第１章 概要 
 

１－１ 終了時評価の概要 

１－１－１ プロジェクトの背景 

スーダン共和国（以下、「スーダン」と記す）では農業セクターの再活性化が喫緊の課題と

なっている。農業は GDP の 35％を占め、労働力の 62％を雇用しているが、過去 20 年間にわた

り、主要作物であるソルガム、コムギ、綿花、落花生の生産は停滞している。一方、年 2％の

人口増加に伴い食料の国内消費量が急速に伸びているため、現在のスーダンは、食料の純輸入

国である。1990 年代以降、スーダンは経済成長と対外収支バランスを石油収入に依存してきた

が、2011 年 7 月の南スーダン分離後は石油収入が激減したため、経済成長率が低下、対外収支・

財政収支も大幅に悪化した。 

こうした状況に対処するため、スーダン政府は 2008 年に、農産物輸出振興、貧困削減、食

料自給達成を目的として、「農業再活性化計画」（Executive Programme for Agricultural Revival：

EPAR）を策定した。EPAR は、副大統領が直轄する、連邦農業灌漑省（Federal Ministry of 

Agriculture and Irrigation：FMoAI）を含む 8 つの省にわたる省庁横断プログラムである。EPAR

は、ダムや灌漑水路の建設、作付面積の倍増、園芸作物生産の拡大等を通じて、農業の生産性

向上と国際競争力の強化をめざすものである。EPAR の実施期間は、当初 2008 年から 2011 年

までであったが、その後延長されている。さらに、連邦農業灌漑省は、政府の国家目標を達成

するために、自身の 5 カ年計画 2012～2016 を策定している。また、連邦農業灌漑省は、2005

年に「国家コメプロジェクト」（National Rice Project：NRP）を開始、コメ開発計画の策定、適

地への稲作導入、マーケティング・販売の支援を通じて、国内需要にも追いついていないコメ

生産の拡大を推進している。 

EPAP 及び NRP を成功させるためには計画、実施、モニタリング能力の強化が鍵となること

から、スーダン政府は、わが国政府に対して、連邦農業灌漑省及び関連機関の能力強化につい

ての技術協力を要請した。アフリカ開発会議（TICAD IV 横浜行動計画）においてアフリカ諸

国の食料増産及び農業生産性向上のための能力向上に協力することを表明していた日本政府

は、2009 年 12 月にこれを採択し、「『農業再活性化計画』実施能力強化プロジェクト」（以下、

「本プロジェクト」）が実施されることとなった。続いて、連邦農業灌漑省（当時の名称は、

農業省）と JICA が本プロジェクトの枠組みを議論し、2010 年 1 月 21 日に討議議事録（R/D）

の署名に至った。 

本プロジェクトは、4 年間のプロジェクトとして 2010 年 3 月に開始された。今般、プロジェ

クトの終了 6 カ月前の時点において、本プロジェクトの成果や達成度を評価するため、終了時

評価調査を実施することになった。 

 

１－１－２ 終了時評価の目的 

(1) プロジェクトへの投入実績のレビュー、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 

Design Matrix：PDM）及び活動計画（Plan of Operation：PO）に基づきプロジェクト活動の

進捗状況と成果のレビュー、並びにプロジェクト実施サイトの訪問を通じてスーダン側関

係者との意見交換を行う。 
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(2) 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点からプロジェクト

を評価する。 

 

(3) プロジェクトの残り期間にスーダン・日本側双方が取り組むべき活動に関する提言事項

を含む合同終了時評価レポートを作成する。 

 

(4) 合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）に参加し、終了時評価レポートの

内容について説明と議論を行い、その後、協議議事録（M/M）に署名する。 

 

１－１－３ 合同評価チームの構成 

本終了時評価調査は、以下の合同調査チームにより実施した。 

 

(1) 日本側 

1 団長 森 裕之 スーダン事務所 所長 

2 協力企画 塩見正裕 JICA スーダン事務所 企画調査員 

3 評価分析 道順 勲 中央開発（株）海外事業部 

 

(2) スーダン側 

1 Ms. Etimad Hamadel 

Head of Promotion Section, Directorate of International 

Cooperation and Investment (ICI), Federal Ministry of Agriculture 

and Irrigation 

2 Ms. Sawsan Abdelgadir 

Agricultural Engineer, Directorate of International Cooperation 

and Investment (ICI), Federal Ministry of Agriculture and 

Irrigation 

 

１－１－４ 調査日程 

終了時評価調査は、2013 年 9 月 25 日から 10 月 22 日までの約 4 週間をかけて、連邦農業灌

漑省の関係者インタビュー、6 州（ゲジラ州、白ナイル州、ゲダレフ州、センナール州、北部

州、リバーナイル州）の州農業省関係者インタビュー、稲作デモンストレーション圃場視察、

普及員及び農家へのインタビューを実施し、それを踏まえて、合同評価報告書を作成し、JCC

の会議で評価結果を説明した。詳細日程は、付属資料 1 Annex 1 を参照のこと。 

なお、スーダン側評価メンバー2 名とも、対象全 6 州での調査に参加し、また、連邦農業灌

漑省の関係者へのインタビューの大半に参加した。 

 

１－１－５ 評価方法 

｢新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版｣に従い、 新の PDM に沿ってプロジェクト活動の進

捗状況、実施プロセス確認、アウトプット及びプロジェクト目標の達成度とプロジェクト活動

との因果関係を確認し、評価 5 項目の観点からプロジェクトを評価した。情報収集の主な方法

は、進捗報告書等の既存資料のレビュー、関係者への質問票調査及びインタビュー調査、現場

視察（稲作デモンストレーション圃場など）である。 
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本終了時評価では、以下の評価 5 項目の観点から評価した。 

 

(1) 妥当性 

プロジェクト目標及び上位目標がスーダン政府及び日本政府の政策や優先事項と合致

しているか、更には受益者のニーズに合致しているかなどプロジェクトの正当性・必要性

を問う。 

 

(2) 有効性 

プロジェクトがもたらす便益、すなわちプロジェクト目標がどの程度達成されたか、ま

たプロジェクト目標の達成がアウトプットの達成によるものか否かについて検証する。本

調査では、プロジェクト目標が達成される見込み、プロジェクト目標の達成に影響を与え

る要因について確認する。 

 

(3) 効率性 

活動を行うために過不足ない質・量の投入がタイミングよく行われているかをアウトプ

ットの達成度合いと照らし合わせて検証する。 

 

(4) インパクト 

プロジェクトの実施がもたらす波及効果を検証する。上位目標の達成見込み、上位目標

達成に対するプロジェクトの貢献のほか、直接的・間接的な変化、予期した・予期しなか

った正負の変化を政策、技術、環境、社会・制度など横断的な視点から確認する。 

 

(5) 持続性 

プロジェクト終了後にプロジェクト実施による便益が維持される可能性について検証

する。具体的には、効果を発現するための活動を実施するために必要な組織体制・能力が

整っているか、政策的支援は継続されるか、予算は確保されるか、プロジェクトで用いら

れる技術移転手法が受容されているかについても確認する。 

 

１－２ プロジェクトの概要 

１－２－１ プロジェクトのデザイン 

本終了時評価においては、 新の PDM（Version 4.1：2013 年 2 月 28 日に開催された JCC 会

議で承認されたもの）を用いた。その要約部分は、下記のとおりである（PDM Version 4.1 の仮

和訳版は、付属資料 2 参照こと）。 

 

上位目標： 

スーダンにおける農業行政サービスの質が向上する。 

 

プロジェクト目標： 

「農業再活性化計画」の実現に必要な連邦農業灌漑省及び関係機関のキャパシティが向上

する。 
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アウトプット： 

1．プロジェクトの実証的な活動を通じ、連邦農業灌漑省の人材育成及び組織能力強化に

関するモデルシステムが開発される。 

2．適正稲作技術の開発に係る計画・実施・モニタリングが促進される。 

 

注：本プロジェクトでは、成果 3 として、「カッサラ州の農牧生産性向上のためのアクションプラン作成」

があった。アクションプラン作成が完了し、アクションプランの実施は、2011 年 5 月に開始され、2014 年

4 月までの予定で実施されている技術協力プロジェクト「カッサラ州基本行政サービス向上による復興支援

プロジェクト」に組み入れられたため、PDM Version 4.1 では、削除された。 

 

主な活動： 

1.1. 連邦農業灌漑省の人材育成のモデルシステムを開発する。 

1.2. 連邦農業灌漑省の組織能力強化のモデルシステムを開発する。 

1.3. 能力強化活動におけるモニタリング・評価とマネジメントシステムを構築する。 

1.4. 活動 1.1～1.3 のレビュー及び次年度活動への提言を取りまとめた年間報告書を作成す

る。 

2.1. 稲作推進のための計画及びモニタリング・評価を行う。 

2.2. 適正稲作技術を開発する。 

2.3. 稲種子生産に係る改良技術を確立する。 

2.4. 農業普及員を適正陸稲栽培の指導者として訓練する。 

2.5. 適正陸稲栽培技術を農民に普及するために、陸稲デモンストレーション栽培を行う。 

2.6. 活動 2.2～2.5 の結果を基に、陸稲栽培技術ハンドブックを作成する。 

2.7. 稲作開発の計画、モニタリング・評価を定期的に実施する。 

 

１－２－２ プロジェクト期間 

2010 年 3 月 29 日から 2014 年 3 月 28 日まで（4 年間） 

 

１－２－３ プロジェクト対象地域、受益者 

対象地域・受益者は、アウトプット 1 とアウトプット 2 で異なる。 

アウトプット 1 のキャパシティ・ビルディングの主たる対象は、連邦農業灌漑省の職員で、

一部、ゲジラ州と白ナイル州の州農業省の職員が対象となった。連邦農業灌漑省で主たる対象

になった部局は以下の 5 つである。 

① 計画農業経済局 

② 園芸局 

③ 国際協力投資局 

④ 技術移転普及局 

⑤ 研修課 

アウトプット 2 の稲作に関する活動の主たる対象者は、対象 6 州（ゲジラ州、白ナイル州、

ゲダレフ州、センナール州、北部州、リバーナイル州）の州農業省の稲作普及にかかわる職

員（普及員等）と農家である。 
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１－２－４ プロジェクト実施機関 

連邦農業灌漑省及び 6 州（ゲジラ州、白ナイル州、ゲダレフ州、センナール州、北部州、リ

バーナイル州）の州農業省（実施機関の組織図については、付属資料 3 参照のこと）。 
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第２章 終了時評価結果 
 

２－１ プロジェクトの実績 

２－１－１ 日本側の投入実績 

(1) JICA 専門家派遣 

プロジェクト開始（2010 年 3 月末）から 2012 年 5 月までは、JICA 直営形態で、長期専

門家と短期専門家が派遣された。2012 年 6 月以降は、稲作担当の 2 名の長期専門家は直営

型で、それ以外の専門家派遣については、業務実施型で実施されている。 

長期専門家は、次の 4 分野の専門家が派遣された。 

1)チーフアドバイザー/農業政策、2)業務調整、3)稲作栽培 1、4)稲作栽培 2、である。

短期専門家として、次の 10 分野の専門家が派遣された。 

①チーフアドバイザー/農業開発プログラム、②副チーフアドバイザー/コメ開発プロ

グラム支援、③業務調整/農業開発プログラム支援、④研修計画、⑤情報管理、⑥研修計

画/組織強化、⑦農業経済分析、⑧イネ収穫/収穫後処理、⑨農業/園芸開発 1、⑩農業/園

芸開発 2。 

派遣実績詳細は、付属資料 1 Annex 3 を参照のこと。 

 

(2) 本邦研修及び第三国研修 

終了時評価時点までに、本邦研修に 42 名、第三国研修では、ウガンダでの研修に延べ

123 名、エジプトでの研修に延べ 50 名が参加した。実施機関ごとの参加者数は、表２－１

のとおりである。 

詳細データは、付属資料 1 Annex 4 を参照のこと。 

 

表２－１ 本邦研修及び第三国研修に参加した人数 

機関名 本邦研修 

ウガンダでの研修 エジプトでの研修 

1)農業機械、2)雑草管理、 

3)収穫後処理 
基礎コース 上級コース 

連邦農業灌漑省 16 1 0 0 

ゲダレフ州農業省 1 9 2 7 

ゲジラ州農業省 19 41 11 18 

北部州農業省 2 11 2 6 

リバーナイル州農業省 1 10 2 6 

センナール州農業省 1 9 2 7 

白ナイル州農業省 2 20 3 6 

計 42 101 22 50 

 

(3) 機材供与 

車両、コンピュータ、プリンター、プロジェクター、デジタルカメラ、ビデオカメラ、

携帯型 GPS、トラクター、ディスクハロー、トレーラー、播種機、精米機等がプロジェク

ト活動のために調達された。機材費は、2013 年 9 月時点で約 100 万 US ドル（約 1 億円）



 

－7－ 

である。 

詳細は、付属資料 1 Annex 5 を参照のこと。 

 

(4) 日本側負担現地経費 

プロジェクト活動実施のために JICA が負担した経費は、2014 年 3 月末までの予定額を

含めて、4.1 百万スーダン・ポンド（SDG）（約 0.8 億円）である。 

付属資料 1 Annex 6 を参照のこと。 

 

２－１－２ スーダン側の投入実績 

(1) スーダン側カウンターパートの配置 

2013 年 10 月の終了時評価時点で、計 60 名のカウンターパートが本プロジェクトの活動

にかかわっている（各実施機関の幹部職員、能力強化ワーキンググループメンバー等）。

実施機関別では、連邦農業灌漑省が 41 名、ゲダレフ州農業省が 3 名、ゲジラ州農業省が 4

名、北部州農業省が 3 名、リバーナイル州農業省が 3 名、センナール州農業省が 3 名、白

ナイル州が 3 名である。これらの人数には、本プロジェクトの能力強化研修等に参加して

いる連邦農業灌漑省の職員や州農業省の普及員の人数を含まない。 

詳細は、付属資料 1 Annex 7 を参照のこと。 

 

(2) スーダン側経費負担 

連邦農業灌漑省及び対象 6 州の農業省がプロジェクト活動のために負担した経費は、

2013 年 10 月時点で、総額で 167 万 SDG（約 0.35 億円）である。表２－２に実施機関ごと

の負担額を示す。 

詳細は、付属資料 1 Annex 8 を参照のこと。 

 

表２－２ スーダン側経費負担額 

（単位：SDG） 

機関名 

各年の負担額 

計 
2010 年 2011 年 2012 年 

2013 年 

（10 月まで） 

連邦農業灌漑省 10,000 21,500 19,000 0 50,500 

ゲダレフ州農業省   18,790 18,790 

ゲジラ州農業省 39,450 330,930 714,402 337,930 1,422,712 

北部州農業省   32,165 9,600 41,765 

リバーナイル州農業省   17,700 16,850 34,550 

センナール州農業省   30,585 70,875 101,460 

白ナイル州農業省 （正確なデータを入手できず） 4,804 4,804 

計 49,450 352,430 813,852 458,849 1,674,581 

備考：白ナイル州農業省は、2010 年からローカルコストを負担しているが、本プロジェクトの活動に対する経費

を正確に算出することができなかった（プロジェクト外の稲作振興活動経費と区別できていなかった）。2013 年

の金額は、白ナイル州農業省から入手した稲作の単位面積当たりコスト情報を用いて推計したもの。 
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(3) プロジェクト施設、機材の提供 

日本人専門家の執務スペース（事務所）が、連邦農業灌漑省、ゲジラ州農業省、白ナイ

ル州農業省（プロジェクトの初期）から提供された。スーダン側が、事務所の電気料金を

負担している。 

 

２－１－３ アウトプットの達成状況 

(1) アウトプット 1：プロジェクトの実証的な活動を通じ、連邦農業灌漑省の人材育成及び

組織能力強化に関するモデルシステムが開発される。 

以下に示した 3 つの指標の達成度、及びプロジェクト終了時までにキャパシティ・デベ

ロップメント・ガイドライン/マニュアル（JICA Model）が完成する予定であることを考慮

すると、連邦農業灌漑省の人材育成・組織能力開発に関するモデルシステムは、大変満足

できるレベルで開発される見込みである。 

 

指標 1-1：実験的に実施されているマネジメントシステムの適切性が実証される。 

能力強化のための実施体制のなかにキャパシティ・ビルディング・ワーキンググループ

（CB ワーキンググループ）があり、良く機能している。多数の職員が個別能力向上のた

めの研修とアクションプランの実施が行われた。個別能力向上のための研修には、2010～

2012 年にかけて、延べ約 1,000 人の連邦農業灌漑省の職員が参加した（詳細は、付属資料

1 Annex 9 参照のこと）。2011～2013 年にかけてアクションプランが実施され、延べ約 250

人の連邦農業灌漑省の職員が参加した（詳細は、付属資料 1 Annex 10 参照のこと）。この

ように個別研修実施及びアクションプラン実施を通じて連邦農業灌漑省の職員の個人的

能力と組織能力が強化された。 

以下のキャパシティ・ビルディング活動の達成度、及び職員の能力向上度から判断する

と、本プロジェクトにおいて構築したキャパシティ・ビルディングのためのマネジメント

システムあるいは実施体制は適切なものであるといえる。したがって、この指標の達成度

は大変に満足できる水準である。 

以下に指標達成度にかかわる評価項目ごとの状況を示す。 

 

1)  CB ワーキンググループの組織目標分析とメンバーリスト 

プロジェクト開始から約 2 カ月後の 2010 年 6 月に、CB ワーキンググループが設けら

れ、このグループの組織目標分析が以下のとおり決められた。 

・ キャパシティ・ビルディングのコンセプトと枠組みについて情報共有し、キャパ

シティ・アセスメントとニーズ・アセスメントの結果を検証する。初期段階の研修

計画作成や研修参加者選定を行う。 

・ 知識や技能を実務に適用すること並びに OJT（On-the-Job Training）を強く押し進

める。 

・ 評価後に教訓を見いだし、次期研修計画に反映させる。 

CB ワーキンググループは、表２－３に示すように、連邦農業灌漑省の 4 局 1 課の 7

名のメンバーで構成されている。 
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表２－３ CB ワーキンググループのメンバーリスト（2013 年 9 月 26 日現在） 

No. 局/課 氏 名 職位/専門 

1 TTE 
技術移転普及局 

Mr. Ibrahim Ahmed Abu Zied 能力強化部長 

2 TTE Ms. Nagla Ali Mohammed 農業技師、能力強化 

3 HSA 園芸局 Ms. Aisha Elgili Mohamed Elamam 
農業技師、組織培養・バイオテ

クノロジー 

4 PAE 
計画農業経済局 

Ms. Suad Abdalla Ali ジェンダー主流化課長 

5 PAE Ms. Sumia AbdAllah Gurtoby 政策計画官、ジェンダー主流化

6 ICI 国際協力投資局 Ms. Nawal Mohamed Rahamtalla 技術室長 

7 TU 研修課 Ms. Eiman Musa Ahmed 農業技師 

 

2)  CB ワーキンググループのメンバーの定例会議への出席率 

上記のとおり、CB ワーキンググループが 2010 年につくられた以降、ほぼ毎月のよう

に会議を開催してきている。2013 年 9 月までに計 29 回の会議が実施され、メンバーの

会議出席率は 88％である。出席率としては非常に高いといって良い。詳細データについ

ては、付属資料 1 Annex 11 参照のこと。 

3)  CB ワーキンググループが選定した研修受講者の研修出席率 

個別研修への出席率は、大半の研修コースにおいて 90％以上である。非常に高い出席

率であるといえる。詳細データは、付属資料 1 Annex 9 参照のこと。 

4)  キャパシティ・ビルディング実施体制 

本プロジェクトにおいて、計画、実施、モニタリング・評価のプロジェクトサイクル

のマネジメントを通じて、キャパシティ・ビルディング活動が効果的に実施できるよう

になるために、連邦農業灌漑省に図２－１のような体制が設けられた。プロジェクトに

かかわった職員へのインタビュー結果から判断すると、この体制は良く機能していると

いえる。 

 

 
図２－１ 本プロジェクトにおけるキャパシティ・ビルディング実施体制図 
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本プロジェクトの関係者は、JICA プロジェクト終了後のキャパシティ・ビルディング

活動継続のための体制について議論を進めている。以下に示した図２－２が、体制図（案）

である。 

 

 
図２－２ キャパシティ・ビルディング実施体制図（案）（プロジェクト終了後） 

 

今後、連邦農業灌漑省内の関係者間で実施体制に関する議論が続く見込みである。 

 

指標 1-2：研修開始前のキャパシティ・アセスメント、ニーズ・アセスメントから研修

実施・終了までの一連の手順の適切性が実証される。 

本プロジェクトにおけるキャパシティ・ビルディングの実施プロセスは表２－４のとお

りである。 

 

表２－４ キャパシティ・ビルディングの実施プロセス 

ステップ 活 動 

1 キャパシティ・アセ

スメントと研修ニー

ズ・アセスメント 

1)戦略、政策、組織目標分析等に基づき、目標水準を見極める。 

2)対象グループの現在の能力水準を評価する。 

2 研修プログラムの策

定 

1)研修プログラムの枠組み案を作成する。 

2)研修を実施する講師/ファシリテーターを雇用する。 

3)研修の詳細作成のための事前研修調査の実施。 

4)研修スケジュールと研修内容の設定。 

3 実施とモニタリング 1)研修場所並びに必要な機器の準備。 

2)フィードバック・シートの準備。 

3)研修の実施。 

4)研修受講者がフィードバック・シートに記入する。 

5)研修実施プロセスとフィードバック・シート記入結果を分析する。
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4 アクションプラン 1)グループをつくる。 

2)アクションプランを作成する。 

3)アクションプランを他の参加者にも説明し、コメントをもらう。 

4)局長及び局のシニア職員に作成したアクションプランを説明する。

5)アクションプランに沿って計画した活動を実施する。 

 

アクションプラン実施を通じたキャパシティ・ビルディングには、多数の連邦農業灌漑

省職員が参加し、キャパシティ・アセスメントからニーズ・アセスメント、アクションプ

ランの計画・実施並びにモニタリング・評価といった一連のサイクルを 2 回あるいは 3 回

経験している。このプロセスに参加した職員へのインタビュー結果によると、キャパシテ

ィ・ビルディングのこのプロセスを日本人専門家がいなくなっても自分たちで実施できる

との自信をもっている。 

上記で説明した連邦農業灌漑省職員の能力向上度並びにキャパシティ・ビルディングの

一連のプロセスに参加した職員の能力向上度から判断すると、この成果指標の達成度は、

非常に満足できる水準であるといえる。 

 

指標 1-3：確認された実証管理システム及びキャパシティ・アセスメント及びニーズ・

アセスメントから研修終了までの手順を含む実施マニュアルが編集される。 

キャパシティ・デベロップメントガイドライン/マニュアル（JICA Model）の第 1 ドラフ

トが、CB ワーキンググループメンバー、CB 助言委員会メンバー、プロジェクト雇用のロ

ーカルコンサルタント及び研修担当の日本人専門家によって作成された（2013 年 7 月 17

日）。このドラフトは、計画農業経済局、園芸局、国際協力投資局、技術移転普及局の各

局長と研修課の課長に配付され、内容についてのコメントを求めている。このガイドライ

ン/マニュアルの完成時期は、2014 年 1 月末になると見込まれている。 

 

このガイドライン/マニュアルの主な内容は以下のとおりである。 

 

1. ガイドライン 

 1) 序 

 2) キャパシティ・デベロップメントの目的 

 3) JICA プロジェクトにおけるキャパシティ・デベロップメントのコンセプト 

 4) プロジェクト・サイクル・マネジメント 

2. マニュアル 

 1) 実施体制 

 2) 実施プロセス（4 段階） 

  a) 段階 1：研修ニーズ・アセスメントとキャパシティ・アセスメント 

  b) 段階 2：研修設計 

  c) 段階 3：実施とモニタリング 

  d) 段階 4：アクションプラン 
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内容を改善するために、以下の点に関する記載・資料を追加することが望ましい。 

・ このガイドライン/マニュアルの目的と想定される利用者 

・ 組織能力強化（「組織能」）の概念 

・ カートパトリックモデルの内容、長所と限界、本モデルを使用する理由 

・ 本プロジェクトで用いた様式と利用法 

全体的にこの指標は、プロジェクト終了時までに満足できる水準に達すると期待される。 

 

補足：情報管理 

本プロジェクトでは組織能力強化活動の一環として、情報管理に関する連邦農業灌漑省

職員の能力向上のための活動が、ソフト面に焦点を当てて実施された。情報管理分野の活

動の主な成果は、以下の点である。 

1)  主な成果 

①  情報管理方針（案）が情報ワーキンググループによって作成された（連邦農業灌漑

省による承認待ち）。 

②  研修並びにアクションプラン（各情報課でアクションプラン実施）実施を通じて、

職員の能力強化が図られた。情報管理関連の研修実績については、付属資料 1 Annex 12

参照のこと。 

③  情報課において情報共有システムの導入が進みつつある。 

④  連邦農業灌漑省のウェブサイトが 2013 年 7 月に設置された（まだ、ウェブサイトに

内容が掲載されていない）。 

2)  情報技術課の設置（IT 課） 

プロジェクト開始前に IT 課が存在したのは、計画農業経済局だけであった。現在では、

表２－５のとおり、連邦農業灌漑省の大半の局がそれぞれ IT 課を設けている。 

 

表２－５ 連邦農業灌漑省の各局における IT 課設置状況 

 局 IT 課の有無 
IT 課

職員数
職員構成 

参考情報 

（局の総職員数）（名）

1 国際協力投資局 情報管理グループがある 4 
ワーキンググループ

のメンバー 
67 

2 計画農業経済局 プロジェクト開始以前に設置 4 課長と 3 名の職員 約 100 

3 技術移転普及局 プロジェクト期間中に設置 5 
フォーカルポイント

職員と 4 名の職員 
約 120 

4 園芸局 プロジェクト期間中に設置 2 課長と 1 名の職員 59 

5 植物保護局 プロジェクト期間中に設置 6 
課長、4 名の職員、 

1 名の事務員 
約 200 

6 自然資源局 プロジェクト期間中に設置 3 課長と 2 名の職員 53 

7 本部ビルの IT 課 プロジェクト期間中に設置 9 
課長と 4 名の情報管理

職員、他に 4 名の職員 
--- 
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(2) アウトプット 2：適正稲作技術の開発に係る計画・実施・モニタリングが促進される。 

アウトプット 2 については、7 つの指標が設定されており、そのうち 5 つについては目

標を達成している。さらにもう 1 つの指標については、プロジェクト終了時までに達成さ

れる見込みである。稲作振興担当普及員の能力強化については、ゲジラ州の場合にはプロ

ジェクト終了時までに基礎レベルとして満足できる水準に到達できると見込まれる。一

方、その他の 5 州の農業省の稲作振興担当普及員の能力強化の水準については、満足でき

るレベルに到達することは困難であろうと見込まれる。 

 

指標 2-1：国家コメ開発戦略（NRDS）（案）が策定される。 

この指標は既に達成している。NRDS は、連邦農業灌漑省によって承認されており。目

標以上の達成となっている。 

本プロジェクトによって、NRDS（案）が、2011 年 4 月末までに作成された。その後、

2012 年 11 月に連邦農業灌漑省がこれを正式承認した。NRDS には、英語版とアラビア語

版があり、各 1,000 部印刷された。以下の関係者・関係機関に印刷版の NRDS が計 900 部

配付された。 

・ 連邦農業灌漑省の大臣、副大臣、次官、局長 

・ 連邦農業灌漑省の国家コメプロジェクトの事務所 

・ 州農業省（ゲダレフ州、ゲジラ州、白ナイル州、リバーナイル州、センナール州、北

部州） 

・ 2013 年 2 月に開催された稲作開発フォーラム参加者 

・ スーダン国全州の農業大臣会議参加者（2013 年 6 月） 

今後、さらに NRDS 印刷版を、今年開催予定のフィールドデーや第 2 回稲作開発フォー

ラムの際に配付する予定である。 

 

指標 2-2：国家コメ開発戦略（NRDS）の実施と評価（モニタリング・評価の進展度合い

と次年度計画への反映）の構造・組織が推奨される。 

NRDS を実施・レビューする体制は、NRDS 文書のなかにおいて、既に提案されている。

したがって、この指標は達成している。 

NRDS 文書では、ステークホルダーで構成される委員会を設け、稲作振興のためのロー

ドマップを作成することを計画した。しかしながら、NRDS の公式承認が 2012 年 11 月と

遅れたため、残されたプロジェクト期間内にロードマップを作成することは困難であっ

た。とはいえ、スーダンでは陸稲栽培が始まったばかりであり、稲作振興における問題を

明確化し、対応策を検討することが不可欠である。そこで NRDS で規定された委員会に代

えて、政府セクターと民間セクターから参加者を集めた稲作開発フォーラムが 2013 年 2

月に開催された。このフォーラム開催時に、個別課題に取り組むためのワーキンググルー

プ設置が提案され、その後に政府機関と民間セクターの計 8 名で構成されるワーキンググ

ループがつくられた（メンバーリストは、付属資料 1 Annex 13 参照のこと）。ワーキング

グループは、①研究、②研修、③普及、④栽培（種子、農業機械、灌漑管理、雑草管理）、

⑤農業投入資材（農薬や肥料など）、⑥精米を含む収穫後処理、⑦マーケティング、⑧農

業組織の 8 つの分野課題を対象とし、各委員がそれぞれ 1 分野ずつを担当している。ワー



 

－14－ 

キンググループ会合は、これまでに 4 回実施されており、今年の 12 月に開催予定の第 2

回稲作開発フォーラムにおいて、ワーキンググループにおける検討結果が報告される予定

となっている。 

 

指標 2-3：稲作開発の年間活動計画（分析、計画、モニタリング・評価、技術開発、種

子生産、普及）が策定される。 

2012 年栽培シーズンの陸稲栽培活動の評価並びに 2013 年の計画に関する総括会議が、

プロジェクト対象全 6 州において 2012 年 12 月から 2013 年 2 月にかけて実施された。そ

れを受けて、本プロジェクトにおける 2013 年稲作開発アクションプランが作成され、2013

年 2 月の JCC において承認された。したがって、この指標は達成されている。なお、今後

の稲作開発活動を推進するうえでは、陸稲栽培の経済性（費用と利益）及び市場性に関し

て、より詳細な検証を行うことが望まれる。 

 

指標 2-4：陸稲栽培実践・技術ハンドブックが作成される。 

試験栽培、デモンストレーション圃場、種子栽培圃での陸稲栽培活動の結果を反映しつ

つ、日本人専門家によって陸稲栽培ハンドブック（案）が作成されたことから、この指標

も達成されている。このハンドブック（案）の内容は、今期（2013 年夏期）の陸稲栽培結

果を反映させて、2014 年 1 月末までに改善・ 終化される予定となっている。なお、ハン

ドブックの内容改善においては、以下の点を考慮することが望まれる。 

・ ハンドブックの主たる利用者（普及員なのか農家なのか）を記載すること。 

・ 適用条件を説明すること。このハンドブックは、主としてゲジラ州内の試験栽培結果

を反映させて作成されたもので、ハンドブックに示された技術を用いるとき、各地の

土壌や気象条件に適応させる必要があること。 

・ 陸稲栽培技術の開発段階を記載すること。すなわち、陸稲栽培技術は、次の 4 点に焦

点を当てて進めてきたこと。①適切な播種時期、②適切な播種間隔、③適切な灌漑間

隔、④雑草管理のための適切な方法。そして、適切な除草剤の利用以外については、

満足できる水準の技術が開発されていること（除草剤については、陸稲に適したもの

がまだ入手できない）。また、適切な施肥方法、圃場均平化など重要な技術の開発が

残されていること。 

・ 収穫後処理に関する技術を追加すること。 

陸稲栽培ハンドブックは、プロジェクト終了時までに、主としてゲジラ州における栽培

条件を前提として、 新の技術的知見を反映させた内容のものができる予定である。 

 

指標 2-5：コメ種子の品質が向上する。 

以下に述べる観点から判断して、この指標は、満足できる水準で達成されたと見なされ

る。なお、今後、種子の品質に関する基準を設ける必要がある。 

2010 年に国家コメプロジェクトから調達して利用した NERICA 4 の種子に多くの異品種

の種子が混ざっていた。栽培管理上並びに精米後の品質確保上、このような品質の種子を

使って稲作を行うことは適切でなく、NERICA 4 品種の純度の高い種子を使うことが重要

であることから、この指標が設定されることになった。 
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これを受けて、ウガンダで JICA が実施している技術協力プロジェクト「コメ振興プロ

ジェクト」から、他品種混入の無い NERICA 4 の種子を取り寄せ、2011 年から本プロジェ

クトの試験圃場と種子生産圃場で用いられた。2012 年におけるゲジラ州内のデモンストレ

ーション圃場で用いられた種子は、国家コメプロジェクトが白ナイル州で増殖した種子

で、前年と同様に異品種の混入がある種子であったが、他の州のデモンストレーション圃

場では、ウガンダから取り寄せた種子から増殖した種子を用いた。2013 年は、試験栽培、

種子栽培、プロジェクト対象 6 州の全デモンストレーション圃場でウガンダから取り寄せ

た種子から増殖した種子を用いた。種子増殖を繰り返す過程で、100％の純度を維持する

ことに困難が伴うものの、2010 年に用いた種子に比較して、高い純度をもつ種子を確保す

ることができている。 

 

指標 2-6：研修受講者の 80％以上が適正稲作技術のトレーナーとして認定される。 

このプロジェクトにおける「トレーナー」とは、次のような能力を有する普及員を意味

する。 

各種研修を通じて陸稲栽培における重要技術ポイントを習得し、実際の圃場にお

いて、その知識・技術を活用して一定の収量水準を実現することができ、さらに、

他の普及員や農民に技術を指導できる人材 

 

普及員がトレーナーとして適切な能力を有しているかどうかは、以下の点を総合的に勘

案して判断される。 

1)  基礎的稲作技術をマスターしている 

2)  稲作にかかわる問題が生じた時、基礎的稲作技術を活用した対応力がある 

3)  高い収量を上げた実績がある 

4)  取り組み姿勢・態度が良好である 

5)  農民との信頼関係が良好である 

 

今年（2013）9 月に、ゲジラ州の稲作普及員 30 名を対象に評価が実施された。100 点満

点で、70 点以上を得た者をトレーナーとしての合格水準としている。評価者は、ゲジラ州

農業省稲作課長と 2 名の日本人専門家（稲作）である。評価の結果、30 名中 22 名が、合

格点を得た。比率では、73.3％となる。現時点では、目標の 80％に到達していないが、近

い水準にある。今期栽培シーズン終了後に、再び評価を行う予定であるが、合格率が更に

上昇することが期待される。 

なお、他の 5 州の普及員の能力評価は、今シーズンのイネ収穫後に実施する予定となっ

ている。白ナイル州を除く、他の 4 州での稲作は、今年が 2 年目であること（ゲジラ州と

白ナイル州は、4 年目）を考慮すると、トレーナーとして認定される普及員の割合は、ゲ

ジラ州より低くなることが予想され、80％以上という指標を達成することは難しいものと

考える。 

なお、スーダンにおいては、陸稲栽培に係る技術開発を進めている段階であり、技術開

発が未着手の点も多々ある。したがって、トレーナーとして認定される能力水準といって

も、基礎レベルにおける合格水準であることを十分に認識することが求められる。 
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まとめとしては、ゲジラ州の普及員の場合、プロジェクト終了時までにこの指標を達成

する可能性が高いが、他の 5 州の普及員の場合には、この指標を達成することは難しいで

あろう。 

 

指標 2-7：デモンストレーション圃場にて陸稲栽培を実施した農民の 60％がもう一度陸

稲栽培をしたいという意思を示す。 

以下の状況から判断して、この指標は達成しているといってもよい。 

プロジェクトチームが入手した情報では、ゲジラ州内で稲作栽培を実践した大半の農家

が再度の稲作を希望した。また、ゲジラ州内で 2011 年あるいは 2012 年に稲作を実施した

農家に対するアンケート調査では、回答が得られた 9 名中 8 名が再度の稲作を希望した。

割合は 88.9％である（このアンケート調査結果は、終了時評価期間中に得られたもの）。 

終了時評価調査メンバーは、デモンストレーション圃場視察時に 10 名のデモンストレ

ーション圃場農家に翌年も稲作を希望するかどうか質問した。うち 8 名は稲作継続を希望

したが、2 名の農家はそうではなかった。うち 1 名の農家（ゲジラ州）の場合、何らかの

原因により、イネの生育が悪いという状況に直面している。原因は特定されてないが、プ

ロジェクト専門家は播種前（2 週間前）に生の鶏糞肥料を入れたことが悪影響を与えたか

もしれないとの意見であるのに対し、農家は納得していない。当該農家としては、生育不

良の真因を知ることなしには、翌年の稲作栽培はしたくない、とのことである。もう 1 名

の農家（北部州）の場合は、過去 2 年間にわたり稲作デモンストレーション活動に参加し

たものの、昨年収穫したコメを州農業省が約束どおりに買い上げず、また、この地域に精

米機がないために一般販売もできず、モミ状態で家に保管している。コメ販売による利益

が得られないのであれば、来年は稲作デモンストレーション活動に参加しない、とのこと

である。この農家の今年のイネの生育は昨年よりも良好であり、ある程度良い収量が得ら

れる可能性がある。州農業省は収穫されたコメを来年の種子用に買い上げるという約束を

しており、これが履行されることで、当該農家が稲作を継続することを期待したい。 

 

補足：デモンストレーション圃場及び種子生産圃場における収量 

 

1)  デモンストレーション圃場 

図２－３に 2011 年と 2012 年のデモンストレーション圃場における収量を示す。なお、

一部のデモンストレーション圃場は、種子生産とデモンストレーション圃場の 2 つの目

的をもつ。 

詳細データについては、付属資料 1 Annex 14 参照のこと。 
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図２－３ 2011 年デモンストレーション圃場収量 

 

 

 
図２－４ 2012 年デモンストレーション圃場収量 

 

2013 年については、デモンストレーション圃場/種子生産圃場における陸稲栽培が 6

州で進捗中である。合計で 22 カ所のデモンストレーション圃場兼種子生産圃場がある。

合同評価チームは、6 州すべてを訪問し、各州で複数の栽培サイトを視察した。いくつ

かの圃場ではかなり良い収量が期待できる生育状況であった。 

2)  種子生産 

種子生産専用の圃場がいくつかある。図２－５に種子生産結果を示す。 
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図２－５ 種子生産結果 

 

2011 年、2012 年の種子生産のうち、主として普及員が栽培管理を担った圃場では、収

量が極めて低い。今年のゲジラ州内の種子生産圃場での生育状況も芳しくない。種子生

産圃場はデモンストレーション圃場に比べて大規模なため、適切な栽培管理が行き届か

ないことが主因と思われる。大規模圃場における栽培管理技術を更に向上させる必要が

あると考えられる。 

 

２－１－４ プロジェクト目標の達成状況 

 

プロジェクト目標：「農業再活性化計画」の実現に必要な連邦農業灌漑省及び関係機関のキャ

パシティが向上する。 

以下の 2 つの指標の達成状況から判断して、連邦農業灌漑省の人材・組織能力は大変良く強

化されたといえる。しかしながら、稲作振興を担当する州農業省の普及員の能力向上度につい

ては、州によって状況が異なる。言うまでもなく、ほとんどの普及員には陸稲栽培に関する経

験や知識がなく、能力強化はゼロからのスタートであった。普及員は、各種研修コース参加及

び圃場での栽培実践を通じて稲作技術に関する能力を向上させつつあり、特にゲジラ州におい

ては、コア人材あるいはリーダーとなり得る、高い能力をもつ普及員も育ってきている。しか

しながら、ゲジラ州以外の 5 州の普及員の場合、なべて稲作経験は 2 年以下であり、全般的に、

更なる能力強化を必要とする。 

結論としては、連邦農業灌漑省のキャパシティ向上については大変に満足できる水準である

一方、陸稲栽培にかかわる普及員の能力強化については、まだ課題が残っている。 

 

指標 1：プロジェクト終了時までに、連邦農業灌漑省と関係組織職員のうちプロジェクト活

動にかかわった職員の 60％が、「農業再活性化計画」の計画、実施、モニタリング・評価

の実施において改善点を示す。 

 

(1) 連邦農業灌漑省職員の計画、実施、モニタリング・評価に関する能力向上 

以下の点から、連邦農業灌漑省職員の計画、実施、モニタリング・評価に関する能力に
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ついては、プロジェクト終了までに指標を達成する可能性が非常に高い。 

既に述べたように、連邦農業灌漑省職員の能力強化は、個別研修とアクションプランの

実践を通じて行われてきたが、プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）の研修に

参加した延べ約 350 名の職員のうち、7 割にあたる延べ約 250 名が、研修で学んだ知識・

技能を活用して、タスクチームによるアクションプランの計画と実施、モニタリングと評

価のサイクルを実践している。2013 年のタスクチーム活動においては、全 15 チームのう

ち、業務繁忙により活動が停滞している 1 つを除き、既に計画した活動を終了したタスク

チームが 6 つ、計画どおりに活動を継続しているものが 8 つと、9 割以上のメンバーが、

アクションプランの計画、実施、モニタリング・評価の能力を確実に習得しつつある。 

また、連邦農業灌漑省の各局ごとに研修受講者を対象として実施した自己キャパシテ

ィ・アセスメントにおいても、すべての対象者において、計画、モニタリング・評価、PCM

といった項目で改善が見られている。本キャパシティ・アセスメントは、2011 年 4 月、2012

年 1～2 月、2013 年 1～2 月の 3 回にわたり行われたもので、各局の管理職が業務上必要と

考える 5 項目に従って、各職員本人が自己評価を行ったものである。スコアは 5 点満点で

あり、「日々の業務に学んだ能力を活用している状況」を意味する 4 点以上を満足できる

能力水準であると設定している。タスクチーム活動を本格開始した後の 2012 年には、業

務の現実に直面したせいか、本格的な活動を開始する前の 2011 年よりも自己評価が低下す

る例も見られたが、その後の実践を通じた能力強化によって、2013 年には再び着実な改善

が見られた。こうした自己評価の高まりと達成感により、さらにタスクチーム活動に積極

的に取り組むという好循環が発生しており、各局の管理職も部下職員の能力・士気の向上

を認めている。 

 

表２－６ キャパシティ・アセスメント結果 

 ［計画農業経済局］ 

グループ 評価実施年 モニタリング・評価 PCM 

2010 年に研修を開始

したグループ 

2011 3.0 --- 

2012 2.6 --- 

2013 4.4 --- 

2011 年に研修を開始

したグループ 

2012 --- 3.2 

2013 --- 4.2 

 

 ［技術移転普及局］ 

グループ 評価実施年 計画 PCM 

2010 年に研修を開始

したグループ 

2011 2.6 --- 

2012 3.4 --- 

2013 4.6 --- 

2011 年に研修を開始

したグループ 

2012 --- 3.3 

2013 --- 4.8 
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 ［園芸局］ 

グループ 評価実施年 管理・モニタリング 計画 

2010 年に研修を開始

したグループ 

2011 4.0 3.6 

2012 4.4 3.9 

2013 4.6 4.7 

2011 年に研修を開始

したグループ 

2012 --- 3.7 

2013 --- 4.4 

 

 ［国際協力投資局及び連邦農業灌漑省その他の課］ 

グループ 評価実施年 計画 PCM 

2010 年に研修を開始

したグループ 

2011 3.1 --- 

2012 3.0 --- 

2013 4.0 --- 

2011 年に研修を開始

したグループ 

2012 3.3 2.5 

2013 3.6 2.5 

 

(2) 対象州の州農業省普及員の計画、実施、モニタリング・評価に関する能力向上 

表２－７に各州の稲作普及員の人数を示す。 

 

表２－７ 各州の稲作普及員数 

 州 
稲作普及員の人数 

（2013 年 9 月末時点） 

1 ゲジラ 34 

2 白ナイル 17 

3 ゲダレフ 8 

4 センナール 46 

5 リバーナイル 12 

6 北部 7 

 計 124 

 

ウガンダ国、エジプト国、本邦での研修を通じて、また稲作栽培圃場での OJT を通じて、

稲作振興に従事する普及員の陸稲栽培に関する知識・技能が向上しつつある。 

アウトプットの指標 2-6 で述べたように、ゲジラ州の普及員の場合は、トレーナーとし

て認定できる水準にある者の割合は 73.3％である。また、同じく 2013 年 9 月にはゲジラ

州普及員を対象に稲作栽培技術についての試験（選択式と一部筆記式）も実施され、その

結果、20 名のうち 75％にあたる 15 名が合格点を取得した。このように、ゲジラ州では既

に指標を達成していると判断できる。その他の 5 州の普及員については、同様に能力評価

や試験を実施予定であるが、ゲジラ州の普及員に比較して稲作に関する経験年数が少な

く、また、稲作にかかわる普及員を急激に増やしているため、ゲジラ州ほどの高い合格率
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を得ることは難しいであろうと思われる。 

デモンストレーション圃場での栽培管理・指導を担当している普及員は、主要な栽培管

理作業については作業日と作業項目を稲作活動のノートに記録している。ただし、日々の

栽培管理において、どのような栽培活動を行ったか、イネの生育においてどのような問題

が生じたか、比較的良く観察・記憶はしているものの、ノートに記録していないため、事

実に基づく専門家への技術的相談や体系的な分析を行うことが困難となっている。稲作管

理活動の実施とモニタリング面では、改善の余地があるといえる。 

 

指標 2：プロジェクト終了時までに、連邦農業灌漑省と関係組織の職員で研修を受講した職

員の 80％が、自己能力評価のスコアにおいて改善を見せる。 

 

(1) 連邦農業灌漑省職員の能力向上 

指標 1 の(1)で述べた自己キャパシティ・アセスメント結果を図２－６に示すが、すべ

ての研修受講対象者において、2011～2013 年にかけてスコアの改善が見られており、プロ

ジェクト終了までに指標を達成する可能性が高い。合格水準である 4 点以上を記録する割

合も増加しており、プロジェクト終了時までには、能力強化活動に参加した連邦農業灌漑

省職員の能力が大変満足できる水準に到達することが期待される。 

 

 

計画農業経済局（2010 年研修開始グループ） 計画農業経済局（2011 年研修開始グループ）

技術移転普及局（2010 年研修開始グループ） 技術移転普及局（2011 年研修開始グループ）



 

－22－ 

 

図２－６ キャパシティ・アセスメント結果 

 

(2) 対象州農業省の稲作振興普及員の能力向上について 

2013 年 9 月に、ゲジラ州農業省の普及員 20 名を対象として、計画、実施、モニタリン

グ・評価に係る能力の自己評価が行われたところ、20 名すべての普及員が能力向上したと

回答した。コメの収穫後、同様の自己評価を他の 5 州の普及員を対象に実施する予定であ

る。 

ただし、こうした高い自己評価結果にもかかわらず、日本人専門家の意見では、普及員

の計画能力はまだ十分とはいえないとのことである。たとえば、適切な時期に播種するこ

とが極めて重要であるが、このためには事前に、圃場準備計画、すなわち、圃場耕起、整

地などに必要な農業機械を手配しておくことが重要であるものの、この計画をしっかり詰

めていないために播種日が遅れるケースが時々見られる。 

 

２－２ 計画及び実施プロセス 

２－２－１ 効果発現に貢献した要因 

連邦農業灌漑省の能力強化においては、省の組織目標分析と職員のキャパシティ・アセスメ

ント結果に基づき、個々の職員及び組織全体の能力強化のために必要な活動・体制案を策定し、

タスクチーム活動による実践を通じた能力強化を図ってきた。そのアプローチは、非常に適切

なものであったと思われる。 

 

２－２－２ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) キャパシティ・ビルディングに対する幹部職員の考え・対応 

連邦農業灌漑省幹部管理職の、どのような点について能力を強化すべきかに関する考え

   園芸局（2010 年研修開始グループ）     園芸局（2011 年研修開始グループ） 

国際協力投資局他（2010 年研修開始グループ）国際協力投資局他（2011 年研修開始グループ）
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方、並びにプロジェクト活動に対する理解の有無が、その部下である一般職員の能力強化

が円滑に進むか否かを左右している。局長の理解・意識が高い部局においては活発な能力

強化活動が行われた一方、活動が低調に推移した部局もあった。 

 

(2) 稲作分野の当初計画 

プロジェクト開始後、稲作分野の目標設定を変更して、より適切であろうと考えられる

目標水準に修正しているが、「３－１ 妥当性」の項で述べるように、当初の目標設定の

水準が高いため、投入規模とプロジェクト期間を考えると達成不可能な計画内容であっ

た。 
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第３章 5 項目評価及び結論 
 

３－１ 妥当性 

以下に述べるように、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

 

(1) 連邦農業灌漑省や関連組織が提供する行政サービスの質を向上させる必要性と稲作振興の

ニーズとの整合性 

「農業再活性化計画」では、農業セクターの発展が低迷している原因の 1 つは、政府機関

の行政能力・政策実施能力が十分でないことであると指摘している。本プロジェクトでは、

連邦農業灌漑省各局の組織目標分析確認、キャパシティ・アセスメント、ニーズ・アセスメ

ントを経て、職員個人並びに組織としてのキャパシティ向上の優先度が高い事項について、

能力向上を進めてきている。 

また、稲作振興に関しては、より収益性の高い作物並びに栽培ローテーション中の夏期作

として適した作物の導入を農家が希望していること、そして、陸稲栽培技術が確立されれば、

伝統的な作物より収益性が高くなるポテンシャルを有することから、陸稲栽培技術の確立に

向けた活動と州農業省普及員の陸稲栽培に係る能力向上を進めている。 

以上から判断して、本プロジェクトがめざしている行政サービス向上や稲作開発は、農業

関連政府機関並びに農家のニーズに合致しているといえる。 

 

(2) スーダンの国家開発計画やその他の関連計画との整合性 

上記のとおり、「農業再活性化計画」（EPAR）実施を担う行政機関の行政能力及び政策実施

能力の不足が指摘されており、キャパシティ・ビルディングに高いニーズがある。組織能力

強化、農業近代化、生産性向上は、「スーダン国国家開発計画（2012～2016 年）」において重

要視されている。 

稲作については、スーダン政府は、コメを戦略作物の 1 つとして重要視している。コメの

自給率が 20％程度であることから、まず自給をめざす方針である。そのために、国家コメプ

ロジェクトが実施されており、研究者、農業普及員、農民リーダーを対象とした技術研修、

そして、フィールド活動（デモンストレーション圃場）を通じての農家への技術普及の実施

が重要視されている。 

以上から、本プロジェクトの目的は、スーダン政府の開発計画に沿ったものであり、整合

性があるといえる。 

 

(3) わが国の援助方針との整合性 

日本政府のスーダンに対する援助の重点分野の 1 つは、農業開発支援である。貧困削減や

食料の安全保障に寄与することが期待される農業分野の開発を支援する方針である。別の重

点分野には、「平和の定着」があり、行政サービスの強化・普及についても支援する方針にし

ている。さらに 2013 年のアフリカ開発会議（TICAD V）における横浜宣言には、「強固な平

和、安定、良い統治」と「経済の主役としての農家のエンパワーメント」が鍵となる、戦略

アプローチに位置づけられている。したがって、本プロジェクトの目的は、わが国の援助方

針並びに TICAD V のアプローチとの整合性があるといえる。 
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(4) プロジェクトアプローチの適切さ 

プロジェクト開始当初の主たるプロジェクトコンポーネントは、次の 3 つであった。①連

邦農業灌漑省における人材育成モデルシステムの構築、②稲作技術パッケージの開発、③カ

ッサラ州農牧生産性向上のためのアクションプラン作成。プロジェクトコンポーネントのう

ち、①と③については、計画された活動内容と専門家配置の面から見て適切であったと思わ

れる。しかしながら、稲作技術パッケージ開発については、プロジェクト開始当初の稲作担

当専門家の配置が 1 名だけであった。プロジェクト開始前におけるスーダンの陸稲栽培経験

が非常に限られており、栽培技術の開発を も基礎から始める必要があったこと、また、現

地の陸稲栽培専門家がほとんどいなかったことに照らすと、プロジェクト開始当初に設定さ

れた目標や活動に比し、十分な投入が行われたとは言い難い。ただし、プロジェクト開始後

は、稲作栽培専門家が 2 名に増員され、また、陸稲開発に関する活動についても適切な修正

が行われていることから、全体的には、プロジェクトアプローチは適正化されたと判断され

る。 

 

３－２ 有効性 

有効性は、おおむね高い。 

プロジェクト目標の項で述べたように、連邦農業灌漑省の能力強化は大変満足できる水準であ

る。また、稲作に関しては、普及員の更なる能力強化が課題であるものの、大半の成果指標が達

成されている。 

 

３－３ 効率性 

効率性は、おおむね高い。 

 

(1) 日本側の投入について 

日本人派遣専門家、機材供与、本邦研修及び第三国研修、現地活動費負担は、全体として

非常に適切であると思われる。特に数多くの普及員が海外での研修を受講した。調達された

機材の大半も有効に活用されている。ただし精米機については、日本側による調達・輸送に

時間を要したうえに、スーダン側の責任事項である精米機設置場所の選定及び三相電源の設

置も遅れたため、精米機担当の普及員に対する技術的指導に差し支えた。また、2 名の稲作

栽培専門家で 6 州という広大な範囲をカバーしており、頻繁に長距離移動を行うなど、極め

て繁忙かつ体力的に厳しい活動となっている。 

 

(2) スーダン側の投入について 

数多くの連邦農業灌漑省及び対象 6 州の農業省の職員がプロジェクト活動に参画してい

る。連邦農業灌漑省並びに対象 6 州の農業省すべてが、プロジェクト活動実施のためにロー

カルコストを支出している。特に、ゲジラ州農業省が陸稲栽培関連プロジェクト活動に極め

て大きな予算を支出している。連邦農業灌漑省は、タスクチームの活動や情報管理ワーキン

ググループの活動に関連する費用を支出しているが、その金額は限定的な水準にとどまって

おり、大半のアクションプランは「ゼロ・コスト」のコンセプトのもとで実施されている。 
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(3) プロジェクト活動実施とプロジェクトマネジメント 

プロジェクト活動は、活動の進捗状況に柔軟に対応しつつ効果的に進められてきた。前述

のとおり、大半のアクションプランは、「ゼロ・コスト」のコンセプトのもとで、連邦農業灌

漑省内部の人材をセミナーや研修の講師などとして活用しつつ実施されている。また、個別

研修並びに CB ワーキンググループ定例会議への出席率が非常に高く、効果的なキャパシテ

ィ・ビルディング活動の計画・実施につながっていると思われる。 

JCC 会議は、ほぼ年 2 回の頻度で開催されている。会議では、活動の進捗状況と次期の活

動計画の説明が行われ、重要事項についての議論も行われている。プロジェクトの進捗報告

書も定期的に英語と日本語で作成されている。 

プロジェクトマネジメントは大変良く行われてきたと思われる。ただし、連邦農業灌漑省

内並びに対象 6 州の農業省間の連絡・調整の大半を日本人専門家チームが担当してきている

ため、連邦農業灌漑省がより積極的・主体的に連絡・調整業務を担うことが必要であったと

考える。 

 

３－４ インパクト 

上位目標が将来達成するかどうか予測することは困難である。複数の良いインパクトが確認さ

れた。 

 

３－４－１ 上位目標の達成見込み 

上位目標：スーダンにおける農業行政サービスの質が向上する。 

 

指標：農業関係者（作物生産、投資家、農産物販売者等）の 50％が、公共農業サービスの質

向上を認識する。 

 

終了時評価時点で、この指標の達成見込みを予想するに適した数値データがない。そのため、

プロジェクトが終了してから 3～5 年後に上位目標が達成されるかどうかを見通すことは困難

である。 

 

３－４－２ その他のインパクト 

(1) 連邦農業灌漑省の職員間のコミュニケーション改善と経験共有の促進 

同じ研修コースを受講すること、またタスクチームやワーキンググループの活動を一緒

に行うことを通じて、異なる局や課に所属する連邦農業灌漑省職員間で相互にコミュニケ

ーションをもち、経験を共有することができるようになった。職員たちは、同じ局の他の

課や他の局において、どのような種類の業務が行われているか、より良く理解するように

なった。さらに、それぞれの業務実施に対するモチベーション向上や部署内でチームワー

クが良くなるという効果が見られる。 

園芸局及び技術移転普及局では、シニア職員と若手職員間の世代間ギャップを少なくす

るため「家族の日」を開始し、この催しを年 3 回実施している。また、「業務管理日」を

毎月 1 回行い、自分たちのオフィスの掃除・整理、問題点の議論を行っている。このよう

な定期的に実施する活動が職員間の相互理解改善に良い影響を与えている。 
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(2) タスクチーム活動を通じた他の政府機関との関係構築 

あるアクションプラン（ハルツーム州内の小農の認識を向上させるためのマイクロファ

イナンス政策強化）の実施を通じて、連邦農業灌漑省職員は、ハルツーム州農業省の職員

及び財務省職員と良い関係を築くことができた。このようなマイクロファイナンスにかか

わる活動を継続すれば、将来、実際に小農がマイクロファイナンスを利用することが容易

になることが期待される。 

 

(3) 稲作に関心をもつ農家の増加 

ゲジラ州農業省職員の話では、約 200 名の農家が州農業省のオフィスを訪れ、イネの種

子を提供するよう要望したとのことである。稲作の日本人専門家が頻繁に圃場を訪れ、活

発な現場活動を行っている様子を実際に見たことから、農家の稲作への関心を高めること

につながっている。現在、日本人専門家の存在は、ゲジラ州の農家によく知られており、

農家と普及員・州農業省との間の橋渡し的な役割を担っている。 

 

(4) 他の開発パートナーの関心の惹起 

イスラム開発銀行は現在、ゲジラ州で陸稲栽培に対する投資を検討している。同銀行は、

今年（2014）11 月に調査ミッションを派遣する予定にしている。本プロジェクトにおける

陸稲栽培で良い結果を出していることが、このような状況を生む要因になっている。 

 

(5) メディアによる取材・報道の増加 

各種のメディア（テレビ局、新聞社、ラジオ局等）が、稲作を取り上げ、取材・報道す

る例が増加している。特に、ゲジラ州で行われた収穫祭（2012 年 11 月）、第 1 回稲作開発

フォーラム（2013 年 2 月）、並びに日本人専門家やその他関係者がプロジェクト対象州の

フィールドを訪問した機会に、多くの取材が行われている。 

 

３－５ 持続性 

政策面での持続性は確保されている。組織面・財政面の持続性を確保することもおおむね可能

と見込まれる。技術面では、連邦農業灌漑省における人材育成・組織能力強化システムは継続さ

れる見込みである一方、陸稲栽培技術の定着に関しては、まだ課題が残っている。 

 

(1) 政策面 

「３－１ 妥当性」の項で述べたように、スーダン政府は、組織能力強化、農業近代化・

生産性向上を重要視している。また、コメは、戦略作物の 1 つに位置づけている。したがっ

て、関係政府職員の能力強化や稲作振興に関する政策面の持続性は確保される見通しである。 

 

(2) 組織面 

本プロジェクトにおいて、連邦農業灌漑省内にキャパシティ・ビルディングのための実施

体制がつくられた。この体制は、一部に、計画・モニタリングなどの業務を担当する適切な

部署を加え、恒久的なキャパシティ・ビルディングの実施体制に変更する予定になっている。

情報管理については、多くの局に IT 課が新設されており、情報管理改善のための活動を継続
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することが期待される。したがって、連邦農業灌漑省における更なる能力強化と情報管理改

善に関する組織面での持続性は確保されつつある。ただし、今後の実施体制が着実に機能す

るような運営部署を設置する必要がある。 

稲作については、対象 6 州の州農業省のほとんどで稲作課が設置され、数多くの普及員が

配置されているため、持続可能な体制ができていると考えられる。 

 

表２－８ 各州における稲作課・稲作担当普及員 

 州 名 稲作課設置の有無 稲作課設置時期と稲作担当の普及員数（2013 年 9 月現在） 

1 ゲジラ 有り 2011 年 4 月設置。普及員：34 名、課長：1 名 

2 白ナイル 有り 17 名のスタッフ配置 

3 ゲダレフ 有り 8 名 

4 センナール 有り 課長を含め 46 名 

5 リバーナイル 有り 12 名 

6 北部 無し 7 名の稲作専属の普及員を配置 

 

一方、稲作開発フォーラムについては、フォーラム及びそのワーキンググループの会議開

催を継続していく必要がある。 

 

(3) 財政面 

連邦農業灌漑省によるローカルコスト負担が限定的ななか、タスクチーム活動による能力

強化を「ゼロ・コスト」コンセプトで進めて成果を上げてきたことから、連邦農業灌漑省に

おいては、今後も、こうした能力強化活動の継続実施が可能である。ただし、今後、より本

格的な活動、特に他の機関（政府機関や民間機関）との連携・協働で実施するアクションプ

ランに取り組む場合は、連邦農業灌漑省が予算措置を行うことが必要であろう。 

対象 6 州の州農業省は、比較的、積極的に費用を負担してきており、今後も稲作振興に対

し、適切な予算措置を行うことが期待される。 

 

(4) 技術面 

BC ワーキンググループのメンバー並びに能力強化に参加したその他職員には、能力強化

活動サイクル（計画、実施、モニタリング、評価）を継続できる適切な知識・技能が備わっ

ている。したがって、この面での技術的な持続性は確保されている。 

州農業省の普及員については、各種の研修参加や圃場での OJT を通じて年々能力が向上し

ている。しかしながら、基礎的な技術を十分に身につけた普及員の数はまだ限られている。

また、陸稲栽培技術の開発はまだ途上にあり、重要な課題であるものの、まだ開発に着手し

ていない技術もある。これらの新たな技術課題への対応も含めて、普及員の能力強化を継続

する必要がある。さらに、スーダンでは陸稲栽培技術を開発できる現地の専門家が極めて限

られている。陸稲栽培技術の包括的な開発を継続するためには、現地の稲作専門家の存在が

必要である。まとめると、陸稲栽培に関する技術面での持続性を確保することは、まだ困難

な状況であるといえる。 
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３－６ 結論 

プロジェクト活動にかかわった人たちは、本プロジェクトの目標達成に向けて多大な努力を傾

注した。連邦農業灌漑省並びに対象 6 州の州農業省における業務を遂行するうえで、本プロジェ

クトに参画した職員の能力は満足すべき程度に強化された。既述のとおり、連邦農業灌漑省にお

ける能力強化は大変に満足できる水準である。稲作についても、デモンストレーション圃場で得

られた高い収量が稲作による高い収益性を示し、政府職員並びに農家が稲作に関心を向けるよう

になるなど、大変に良い成果が上がっているものの、陸稲栽培担当普及員の更なる能力強化を継

続する必要がある。また、さらに開発を進めるべき陸稲栽培・収穫後処理技術も残されている。 
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第４章 提言・教訓及び団長所感 
 

４－１ 提言 

４－１－１ プロジェクト終了時（2014 年 3 月末）までにプロジェクトチーム（スーダン側カ

ウンターパート及び日本人専門家）が実施すべき活動 

 

(1) 残り期間に予定している活動の完了 

1)  連邦農業灌漑省及び州農業省の対象者の 終的なキャパシティ・アセスメントの実施 

2)  キャパシティ・デベロップメント・ガイドライン/マニュアル（JICA Model）の完成（ア

ウトプット 1 の項で提案した点を考慮） 

3)  陸稲栽培ハンドブックの改訂（今年度の試験栽培結果を反映させつつ、アウトプット

2 の項で提案した点を考慮） 

 

(2) 精米機の設置作業の促進 

（精米機を設置する建て屋のリハビリ工事と三層電源設置を含む） 

 

４－１－２ プロジェクト終了後も含めてスーダン側が行うべき事項 

(1) 連邦農業灌漑省内の能力強化実施体制において、その運営を担う機能的な部署の設置 

連邦農業灌漑省は、キャパシティ・ビルディングのための実施体制がきちんと運営され

るよう、実際に機能する主導的な部署を設置する必要がある。 

 

(2) 連邦農業灌漑省におけるタスクチーム活動の継続と予算措置 

連邦農業灌漑省職員の更なる能力強化のためには、より良い行政サービスを他の政府機

関（たとえば州農業省）、民間部門の組織、農家に実際に提供することをめざし、タスク

チーム活動による実践を継続することが重要である。また、そのためには情報管理を引き

続き改善していくことも求められる。タスクチーム活動は「ゼロ・コスト」コンセプトの

下で実施してきており、安易な支出に頼らずに知恵と工夫をこらすことは今後も重要であ

るが、活動を効率的・効果的に実施するためには、やはり、連邦農業灌漑省が適切な予算

を支出することが求められる。 

 

(3) 稲作開発フォーラムとそのワーキンググループの活動の継続 

稲作開発フォーラムとそのワーキンググループが、国家コメ開発戦略（NRDS）の実施

のための基盤となることが期待されている。フォーラムとワーキンググループを継続して

実施することが非常に重要である。さまざまなステークホルダーと協働しつつ、問題の分

析と対応策の検討を活発に行うことで、稲作開発フォーラムとそのワーキンググループが

全国的な稲作振興を進める母体となることが期待される。 

 

(4) 陸稲技術専門家の育成 

スーダンでの陸稲栽培は、始まったばかりであり、陸稲栽培技術を開発できる専門家あ

るいは研究者は、その人数の点でも能力の点でも極めて限られている。今後、スーダン人
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の陸稲技術専門家を育成することが必要である。 

 

４－１－３ スーダン政府及び日本政府への提言 

主として対象 6 州の州農業省の普及員の能力強化を目的としてプロジェクト期間の延長を提

案する。普及員の能力強化においては、多数の人材を十分な水準まで育成することは投入量と

時間の両面から困難であるため、中核人材の育成に注力するなど、対象の絞り込みや活動アプ

ローチの変更、成果目標の見直しが必要である。また、種子生産を含む適正陸稲栽培技術の開

発に関しても課題が残っており、期間延長により対応を図ることが必要となっている。人材育

成と技術開発の双方において、陸稲栽培導入の初期段階として求められる水準を達成・完遂す

るためには、2016 年 3 月までの 2 年間の延長が必要と思われる。 

 

４－２ 教訓 

本プロジェクトでは、キャパシティ・デベロップメントにおいて「実践しながら学ぶ」という

アプローチを適用してきた。その過程では、試行錯誤が避けられないものの、このアプローチが、

それぞれのオフィスや現場における実務の実践を通じて学んだ知識・技能を内部化するうえで大

いに有効であることが明らかになった。一方、このキャパシティ・デベロップメントのアプロー

チの適用を成功させるうえでは、中間管理職や幹部職の支援・理解が重要であることも分かった。

本プロジェクトで用いた手法と得られた経験は、類似の能力強化活動の参考になり得るものであ

る。 

 

４－３ 団長所感 

本プロジェクトは、2005 年の JICA 協力事業再開後、農業開発分野における初の技術協力案件

であり、開始当初はカウンターパートとの関係構築や共同活動の実施において非常な苦労があっ

たことを、自分も目の当たりにしている。その後、各専門家の粘り強い努力と、主要なカウンタ

ーパートの自主的・積極的な取り組みにより、プロジェクト目標のほとんどが達成されるに至っ

たことは、大変喜ばしい。自助努力のための現場での実践を通じた能力強化、という日本流のア

プローチが、カウンターパートに良く理解されるのみならず高く評価されたことは、今後の開発

協力全般にとって心強い事実である。 

ただし稲作については、スーダンにおける陸稲栽培がほぼゼロからのスタートであり、また、

白ナイル州・ゲジラ州以外の 4 州はプロジェクト後半から参加したこともあって、自分がデモン

ストレーション圃場や種子生産圃場を実見した限りにおいても、普及員の栽培管理指導能力はま

だ十分でない、と言わざるを得ない。プロジェクト期間の延長によって、適切な栽培管理技術が、

よりしっかりと定着することを期待するものである。 
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付属資料 2 PDM (version 4.1) （仮和訳） 
 
プロジェクト名： 「農業再活性化計画」実施能力強化プロジェクト 
実施期間： 2010 年 3 月から 2014 年 3 月まで（4 年間） 

プロジェクトの要約  評価指標  (2010 年ベースライン及び 2013 年の目標)  指標の入手手段  外部条件 

上位目標 
スーダン共和国における農業行政

サービスの質が向上する。 

 
1. 農業関係者（作物生産、投資家、農産物販売者など）の 50％が、公共農業

サービスの質向上を認識する。 

 
ステークホルダーへのアンケート調査 

 
政治的安定、経済政

策の安定 
プロジェクト目標 
「農業再活性化計画」の実現に必要

な連邦農業灌漑省及び関係機関の

キャパシティが向上する。 

1. プロジェクト終了時までに、連邦農業灌漑省と関係組織の職員のうちプロ

ジェクト活動にかかわった職員の 60％が、「農業再活性化計画」の計画、実

施、モニタリング・評価の実施において改善点を示す。 
2. プロジェクト終了時までに、連邦農業灌漑省と関係組織の職員で研修を受

講した職員の 80％が、自己能力評価のスコアにおいて改善を見せる。 

1. カウンターパート職員に対する自己評価調査

の結果 
2. カウンターパート職員に対する自己評価調査

の結果 

--- 

成果 
1.  プロジェクトの実証的な活動を

通じ、連邦農業灌漑省の人材育成及

び組織能力強化に関するモデルシ

ステムが開発される。 

1.1 実験的に実施されているマネジメントシステムの適切性が実証される。 ・人材育成及び組織能力開発のための作業部会の

役割とメンバーリスト 
・作業部会メンバーの定期会議への出席率 
・作業部会が選定した研修員の出席率 
・研修員が記入したフィードバック用紙 

連邦農業灌漑省の

研修政策が維持さ

れる。 

1.2 研修開始前のキャパシティ・アセスメント、ニーズ・アセスメントから

研修実施・終了までの一連の手順の適切性が実証される。 
研修員が記入したフィードバック用紙 

1.3 確認された実証管理システム及びキャパシティ・アセスメント及びニー

ズ・アセスメントから研修終了までの手順を含む実施マニュアルが編集

される。 

実施マニュアル 

2.  適正稲作技術の開発に係る計

画・実施・モニタリングが促進さ

れる。 

2.1 国家コメ開発戦略（NRDS）（案）が策定される。 NRDS 案 
2.2 国家コメ開発戦略の実施と評価（モニタリング・評価の進展度合いと次

年度計画への反映）の構造・組織が推奨される。 
提言書 

2.3 稲作開発の年間活動計画（分析、計画、モニタリング・評価、技術開発、

種子生産、普及）が策定される。 
年報のなかの年行動計画 

2.4 陸稲栽培実践・技術ハンドブックが作成される。 実践・技術ハンドブック 
2.5 コメ種子の品質が向上する。 稲作圃場で収穫されたコメ種子の検査記録 
2.6 研修受講者の 80％以上が適正稲作技術のトレーナーとして認定される。 JICA 専門家及びスーダン側カウンターパートに

よる評価 
2.7 デモンストレーション圃場にて陸稲栽培を実施した農民の 60％がもう一

度陸稲栽培をしたいという意思を示す。 
アンケート調査結果 
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活動 投入 ・本プロジェクトのスー

ダン側カウンターパー

トが頻繁に交替しな

い。 
 
・本プロジェクトの研修

の受講者が現在の職務

を継続する。 
 
・本プロジェクトで調達

する機材の配達が大き

く遅れない。 
 

 
人材・組織開発 
1.1. 連邦農業灌漑省の人材育成のモデルシステムを開発する。 

1.1.1  連邦農業灌漑省各局の任務の基づき研修ニーズ・アセスメントを実施する。 
1.1.2  アセスメント結果に基づき研修を設計する。 
1.1.3  1.1.1 及び 1.1.2 の活動を通じて作成した研修計画に基づき研修を実施する。 
1.1.4  研修実施の経験と教訓を含めた実施マニュアルを作成する。 
 

1.2. 連邦農業灌漑省の組織能力強化のモデルシステムを開発する。 
1.2.1  活動計画の計画と実施を担う、対象部局・部署の職員で構成されるタスクチームを

結成する。 
1.2.2  タスクチームメンバー選定基準を設定する。 
1.2.3  タスクチームの活動について理解を高めるためにワークショップを実施する。 
1.2.4  作業計画作成(PDM と PO)においてタスクチームを支援する。 
1.2.5  各部局・部署による活動計画実施をタスクチームが支援する。 
1.2.6  タスクチームの活動の進捗をモニタリングする。 
1.2.7  活動の終了時には、タスクチームによる発表のアレンジを支援する。 
1.2.8  連邦農業灌漑省内における情報マネジメント及び施設管理の全般について改善する

ための活動計画を作成する。 
 

1.3. 能力強化活動におけるモニタリング・評価とマネジメントシステムを構築する。 
1.3.1  対象部局・部署の代表者で構成されるキャパシティ・デベロップメントのための作

業部会を組織する。 
1.3.2  作業部会の TOR 及び規定を作成する。 
1.3.3  定期的会議の議題を設定し、会議を開催する。 
1.3.4  モニタリング・評価の枠組みを作る。 
1.3.5  タスクチームの活動に対する作業部会メンバーのコミットメントを強化する。 
1.3.6  作業部会の能力、すなわち、すべての開発活動を監督・モニタリング・評価する能

力を強化する。 
 

1.4. 活動 1.1～1.3 のレビュー及び次年度活動への提言を取りまとめた年間報告書を作成する。

 
稲作開発 
2.1. 稲作推進のための計画及びモニタリング・評価を行う。 

2.1.1  稲作開発に関する情報の収集と分析（稲作開発のレビュー、現在の規定と環境につ

いてのデータ収集と分析、市場分析（バリューチェーン分析）） 
2.1.2  国家コメ開発戦略（NRDS）の作成について連邦農業灌漑省を支援する（NRDS 作

成プロセスに関するワークショップ開催を含む）。 
 

＜スーダン側投入＞ 
 
・カウンターパートの配置

（連邦農業灌漑省及びパ

イロット活動のため） 
・支援要員の配置（ドライ

バーなど） 
・JICA 専門家用執務室の

提供 
・ローカルコスト（関与す

る職員の給与及び日当な

ど、光熱費、プロジェク

ト活動に関する通信費）

・プロジェクト活動のため

に必要な投入物用のパー

ツ及び機材の提供 
 

＜日本側投入＞ 
 
「専門家派遣」 
・農業開発アドバイザー/リーダ

ー：1 名 
・研修/業務調整：1 名 
・稲作：1 名 
・人材育成及び組織能力開発の特

定分野の専門家 
・灌漑専門家、病虫害管理専門家、

農業開発専門家、野菜専門家 
 
「研修員受入れ」 
・日本及びウガンダ国を含む近隣

国での研修員受入れ 
 
「機材供与」 
・研修に必要な機材（コンピュー

タなど） 
・圃場試験に必要な機材（籾用の

水分計、GPS、オートレベル、

巻き尺、小型ポンプ、脱穀機、

精米機、気象観測装置など） 
・試験圃場と展示圃場の設置 
・車両（4WD） 
 
* 大規模・商業生産のための投入

/機材は支援しない。 
 

前提条件 
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2.2. 適正稲作技術を開発する。 
2.2.1  ゲジラ州で圃場試験（播種率試験、間断灌漑試験、施肥試験、除草試験など）を実

施する。 
2.2.2  雑草管理（除草剤試験）などの稲作技術開発において農業試験公社と協働する。 
2.2.3  現在の収穫及び収穫後処理プロセスの課題を明らかにする。 
2.2.4  適切な収穫技術及び収穫後技術について議論し提案する。 
 

2.3. 稲種子生産に係る改良技術を確立する。 
2.3.1  連邦農業灌漑省及び州農業省に対し、種子生産に関する技術的助言を与える。 
2.3.2  ゲジラ州の展示農家での種子生産モデル栽培を実施する。 
 

2.4. 農業普及員を適正陸稲栽培の指導者として訓練する。 
2.4.1  陸稲栽培適正技術移転のための講師育成研修（TOT）を実施する。 
2.4.2  陸稲栽培適正技術に関する第三国研修・本邦研修を実施する。 
 

2.5. 適正陸稲栽培技術を農民に普及するために、陸稲デモンストレーション栽培を行う。 
2.5.1  ゲジラ州、白ナイル州、センナール州、ゲダレフ州、リバーナイル州、北部州で、

展示農家において陸稲栽培を行う。 
2.5.2  展示農家における栽培を通じて、農家に対し適正陸稲栽培技術を移転する。 
2.5.3  適正陸稲栽培技術の移転のためファーマーズフィールドスクールを実施する。 
2.5.4  陸稲栽培と市場について農民や民間セクター等の認識を向上させるためコメのフィ

ールドデー行事を実施する。 
 

2.6. 活動 2.2～2.5 の結果を基に、陸稲栽培技術ハンドブックを作成する。 
 
2.7. 稲作開発の計画、モニタリング・評価を定期的に実施する。 

2.7.1  現在の計画と進捗及び結果等（分析、計画、モニタリング・評価、技術開発、種子

生産、普及）を記載した稲作開発年次報告書を作成する。 
2.7.2  各年次の結果や教訓及び次年度計画を説明するワークショップを開催する。 
2.7.3  稲作開発情報の共有のため、国家稲作振興のためのフォーラムを開催する。 
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３．スーダン側実施機関組織図（連邦農業灌漑省と対象 6 州の州農業省）
 

 
(1) 連邦農業灌漑省 

 
主要局の職員数（日本人専門家からの情報に基づく、2013 年 10 月） 

 部局名 （英文） 職員総数（名） 
1 国際協力投資局 (ICI) International Cooperation and Investment Directorate 67
2 計画農業経済局 (PAE) Planning and Agricultural Economics Directorate 約 100
3 技術移転普及局 (TTE) Technology Transfer and Extension Administration 約 120
4 園芸局 (HAS) Horticulture Sector Administration 59
5 植物保護局 (PPD) Plant Protection Directorate 約 200
6 自然資源局 (NRD) Natural Resources Directorate 53
 
(2) ゲジラ州農業省：稲作振興課（Rice Promotion Unit）の職員数は 34 名と課長が 1 名。 
 （稲作振興課は、農業部の中に位置づけられている）。 

 

Development and Pilot Project Unit

Executive Office
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Internal Audit Unit

Established Security Unit

Executive Office Quality Control Unit
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Legal Counsel
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Minister
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Directorate of 
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Administrative 
Affairs

General 
Directorate of 

Natural Resources
Horticulture Sector 

Administration

General 
Directorate of 
Technology 

Transfer and 
Extension
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Directorate of 
International 

Cooperation & 
Investment

General 
Directorate of 

Plant Protection 

Irrigation Sector & companies

General 
Directorate of 
Planning and 
Agricultural 
Economic 

Minister

Vegetable &  
Fruits Pest Dept. 

Pest Survey & 
Control

Administration & 
Financial Affair 

Directorate

Technology Transfer 
& Extension 
Directorate

Planning & 
Information 
Directorate

Plant Protection 
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Animal Wealth   
Directorate

Services

Personnel

Accounting 
Affairs

Seed Propagation Dept.

Applied Animal &  
Plant Research

Agricultural 
Engineering Research

Agriculture & Forest 
Extension Dept.

State Planning Dept.

Research Studies, 
Statistics and 

Information Dept.

Agriculture & 
Animal Economy 

Pesticides Dept. 
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Control Dept.

Animal Health 
Dept.

Animal 
Production Dept.

Fish & Aquatic 
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Animal 
Movement Tech 

Dept.

Director General

National & State 
Training Dept.

Rural Women & Field 
Development

Forest Dept.

Range Land & 
Pasture Dept.
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Directorate

Land & 
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Promotion Unit
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Field Affairs Dept.
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－108－



 
(3) ゲダレフ州農業省：稲作振興課の職員数は 8 名。稲作振興課は、Director General の直轄。 

 
 
(4) センナール州農業省：稲作振興課の職員数は 46 名。稲作振興課は、Director General の直轄。 
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Executive Office
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Legal Counsel
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Provinces
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Soil Conservation

Department of Environment
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Department of Agricultural 
Engineering

Department of Technology 
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Department of Seed 
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Director-General
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Minister
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Departments in the Locals
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Director Manager
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Financial and 
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Department of 
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Planning and Information
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Rainfed Sector
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Technology Transfer and 

Extension
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Director-General

Executive Office
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(5) 白ナイル州農業省：稲作振興課の職員数は 17 名（36 名という情報もあり）。 

 
 
(6) リバーナイル州農業省：稲作振興課の職員数は 12 名。稲作振興課は、Director General の直轄。 

 

 
  

Minister

Irrigation

Rainfed Agriculture

Public Relations and Media

Internal Audit
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Council of Minister

Executive Office
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Pasture and Forage

Forest

Soil Conservation

Administrative 
Development Financial Affairs
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Irrigated Schemes

Plant Protection

Seed Multiplication

Technology Transfer and 
Extension

Department of Agricultural 
Engineering

Development of Women

Director-General
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Agricultural Projects Unit

Department of Plant 
Protection

Department of Horticulture
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Department of Forest 

Department of Food Security

Department of Agricultural 
Policy and Investment
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(7) 北部州農業省：稲作振興課の職員数は 7 名。稲作振興課は、Director General の直轄。 

 
 

Minister

Civil Department

Department of Irrigation 

Agricultural Research Stations
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Department of Water  
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